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情報通信審議会 情報通信技術分科会 

技術戦略委員会（第１１回）議事録 

 

第１ 開催日時及び場所 

 平成２８年６月１３日（月） １７時２９分～１９時３２分 

 於、総務省第１特別会議室（８階） 

 

第２ 出席した構成員（敬称略） 

 相田 仁（主査）、飯塚 留美、伊丹 俊八、内田 義昭、岡 秀幸、佐々木 繁、 

 三谷 政昭、宮崎 早苗 

 

第３ 出席した関係職員 

 (1) 総務省 

 富永 昌彦（官房総括審議官（国際担当）） 

 （情報通信国際戦略局） 

 山田 真貴子（情報通信国際戦略局長）、 

巻口 英司（参事官（国際競争力強化戦略担当））、 

 山内 智生（宇宙通信政策課長）、荻原 直彦（研究推進室長）、 

 山口 修治（通信規格課企画官）、森下 信（技術政策課国際共同研究企画官） 

 （情報流通行政局） 

 中西 悦子（情報セキュリティ対策室調査官） 

 

 (2) オブザーバー 

 布施田 英生（内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付参事官） 

 榎本 剛（文部科学省研究振興局参事官（情報担当）） 

    （代理出席：栗原 潔（文部科学省 研究振興局 参事官（情報担当）付 専門官） 

 岡田 武（経済産業省産業技術環境局 研究開発課長） 

    （代理出席：岡本 洋平（経済産業省 産業技術環境局 研究開発課 課長補佐） 

 伊藤 新（日本電信電話株式会社 研究企画部門 R&Dビジョン担当 統括部長） 

 栄藤 稔（株式会社ＮＴＴドコモ 執行役員 イノベーション統括部長） 
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 加納 敏行（日本電機株式会社 中央研究所 主席技術主幹） 

 境野 哲（ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 技術開発部IoTクラウド戦略 

ユニット 経営企画部IoT推進室 担当部長 IoT・エバンジェリスト） 

 阪田 正和（株式会社国際電気通信基礎技術研究所 取締役） 

 高木 悟（ＫＤＤＩ株式会社 技術統括本部技術開発本部技術戦略部マネージャ） 

 中村 秀治（株式会社三菱総合研究所 政策・公共部門副部門長） 

 村上 正志（ＶＥＣ事務局長、株式会社ＩＣＳ研究所 代表取締役社長） 

 

 (3) 事務局 

 野崎 雅稔（情報通信国際戦略局技術政策課長）、 

 藤田 和重（情報通信国際戦略局通信規格課長）、 

 小川 裕之（情報通信国際戦略局技術政策課統括補佐） 

 

第４ 議題 

（１）第１０回委員会議事録の確認 

（２）第２次中間報告書（案）について 

（３）その他 

 

開  会 

 

○事務局  それでは、皆様大体お集まりのようでございますので、相田主査のほうから

進行をお願いいたします。 

○相田主査  それでは、ただいまから情報通信審議会情報通信技術分科会技術戦略委員

会の第１１回会合を開催させていただきます。本日は、お忙しいところ、遅い時間にお

集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 議事進行メモに配付資料の確認は書いてないんですけれども、よろしいんでしたっけ。 

○事務局  はい。まず、それでは、配付資料の確認からさせていただきます。お手元ク

リップ留めの資料でございます。１枚目、議事次第の下半分が本日の配付資料の一覧で

ございます。資料１１－１につきましては、本日ご議論いただく第２次中間報告書（案）

ということで、１番から４番までの４分冊になっております。資料１１－１－１、第２
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次中間報告書（案）でございます。１１－１－２、「スマートＩｏＴ推進戦略」と表題に

書かれている資料、これが別冊１でございます。それから、１１－１－３、「次世代人工

知能推進戦略」と書かれているもの、これが別冊２でございます。それから、資料１１

－１－４、参考資料が、これが別冊３でございます。それから、横長の資料、資料１１

－２がこの報告書の概要版でございます。 

 参考資料といたしまして、参考資料１１－１として前回の議事録（案）、それから、一

番下、１枚物でございますが、１１－２として本委員会の構成員名簿を添付しておりま

す。 

 不足等ございましたら、お申しつけいただければと思います。 

○相田主査  よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、委員会の開催に当たりまして、本委員会の構成員に変更がございましたの

で、ご報告させていただきます。今ございました一番最後の資料、参考資料１１－２を

ごらんいただければと思います。情報通信審議会の専門委員である日本放送協会理事・

技師長の浜田様にかわりまして、同協会放送技術研究所所長の黒田徹様に今回より委員

会の構成員にご就任いただいておりますので、よろしくお願いいたします。なお、黒田

構成員は、本日は所用によりご欠席でございます。 

 本日の出席者につきましては、座席表をごらんいただければと思います。 

 ＡＩ・脳研究ワーキンググループ主任のＮＩＣＴの柳田脳情報通信融合センター長に

は、テレビ会議システムによりご参加いただいておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 つながっておりますでしょうか。 

○ＮＩＣＴ（柳田）  お願いいたします。大阪で申しわけありません。ちょっと出られ

ないもので、テレビ会議で出席させていただきます。 

○相田主査  よろしくお願いいたします。 

 それから、本日は、オブザーバーといたしまして、日本電信電話株式会社の伊藤様、

株式会社ＮＴＴドコモの栄藤様、日本電気株式会社の加納様、株式会社国際電気通信基

礎技術研究所の阪田様、ＫＤＤＩ株式会社の高木様、ＶＥＣ、株式会社ＩＣＳ研究所の

村上様、それから、三菱総合研究所の中村様にご出席いただいております。 

 それから、総務省の関係部局及び内閣府、文部科学省、経済産業省の皆様にもご出席

いただいておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 そうか、配付資料の確認はここでやる予定だったんですね。済みません。 

 

議  事 

 

（１）第１０回委員会議事録の確認 

 

○相田主査  それでは、お手元に議事次第に従いまして、議事を進めてまいりたいと思

います。まず最初に、第１０回委員会議事録の確認でございますけれども、参考資料１

１－１に前回議事録の案がございます。各構成員におかれましては、事務局から事前に

電子メールによりお送りさせていただいておりますけれども、改めてご確認いただき、

修正等あれば、来週の月曜日６月２０日までに事務局までご連絡いただければと思いま

す。その後、総務省のウェブサイトにて公開することとさせていただきます。 

 何かこの場でご指摘いただく点ございますでしょうか。 

 特にこの場でないようでしたら、ただいま申し上げましたように、お気づきの点ござ

いましたら、来週の月曜日までに事務局までご連絡いただければと思います。 

 

（２）第２次中間報告書（案）について 

 

○相田主査  本日のメーン議題でございますけれども、第２次中間報告書（案）につい

ての審議ということで、各ワーキンググループにおける検討や、委員会におけるこれま

での議論を踏まえまして、事務局のほうでもって第２次中間報告書の案を作成いただい

ております。まず事務局から報告書（案）につきまして、第１章から順にご説明いただ

き、最後にまとめて意見交換をさせていただきたいと存じます。 

 それではまず、第１章から第３章の人材育成策までを事務局のほうからご説明お願い

いたします。 

○野崎技術政策課長  資料１１－１－１に基づいてご説明します。まず目次をごらんに

なっていただければと思います。「はじめに」がありまして、その後、第１章が第１次中

間答申以降の動き、第２章がＩｏＴ／ＢＤ／ＡＩ時代の政策課題、いわゆる今回の中間

報告の背景でございます。第３章が横断的な推進方策ということで、人材育成策と標準

化戦略、第４章が分野別の推進方策ということで、第１節が先端的なＩｏＴ分野の推進
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方策として「スマートＩｏＴ推進戦略」、第２節が次世代人工知能分野の推進方策として

「次世代人工知能推進戦略」という名前をつけております。 

 それでは、１ページ目の「はじめに」からご説明いたします。冒頭、第１次中間答申

以降の取り組みに触れております。第２パラグラフでは背景認識として、人工知能技術

の急速な発展により、さまざまな分野におけるＩｏＴの利用拡大と相まって、「第４次産

業革命」と言われる史上最高のイノベーションが起きつつあることや、２０世紀は産業

の競争力の源泉がハードウェアのノウハウ、レシピであったが、このようなＩｏＴ／ビ

ッグデータ（ＢＤ）／ＡＩ時代の到来により、産業構造の変革が起こり、「プラットフォ

ーム」と「データ」と「人工知能」を制する者が勝つというゲームチェンジがあらゆる

産業分野で起きる可能性があるということについて触れております。 

 このような変化に対応し、持続的な経済成長を達成していくためには、ＡＩを含めＩ

ＣＴ分野全体で産学官による総力戦が必要であることから、先端的なＩｏＴ分野とＡ

Ｉ・脳研究分野についての２つの戦略と、このような激変する時代に若い世代や子供た

ちが戦っていくための人材育成策及び、百戦錬磨の欧米の巨大ＩＣＴ企業と伍していく

ための「オープン＆クローズ戦略」を武器とした「標準化戦略」について取りまとめて

おります。また、最後に、技術革新のスピードが極めて速いことから、本委員会におい

て引き続き取り組み状況をフォローアップしていくこととするとしております。 

 ２ページ以降の第１章では、第１次中間答申以降の動きということで、科学技術基本

計画に触れまして、ＮＩＣＴの今年度から始まっている第４期中長期目標・計画、Ｉｏ

Ｔの産学官の推進体制の構築、３省で連携した次世代の人工知能技術の研究開発におけ

る取り組みに触れております。 

 １０ページ目の第２章ですが、背景ですので、少し丁寧にご説明させていただきます。

あらゆるモノをＩｏＴによりネットワークにつなぐことで、その状態やニーズ等に関す

る情報を収集し、膨大なビッグデータをＡＩにより解析することで、さまざまな社会課

題の解決や新たな価値創造を実現するＩｏＴ／ＢＤ／ＡＩ時代が到来しつつあるという

ことに触れております。 

 一方で、このような動きが産業に与える影響について、米国の著名な実業家であるジ

ョン・スカリー氏の近著を引用して、指摘しております。「ＩｏＴの普及があらゆる産業

分野で生産者から消費者へのパワーシフトを加速する史上最高のイノベーションを起こ

しつつある。顧客へのパワーシフトは、起業家にとっては「未曾有のチャンス」となる
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だろうが、同時に、伝統的な産業にとっては「崩壊の始まり」となるかもしれない。Ａ

ｉｒｂｎｂ、Ｕｂｅｒのような収集データによりスマートになった顧客がつくったブラ

ンドが台頭しており、このようなスマートになった顧客の時代に対応していくことが不

可欠である。 

 利益を最重要視するビジネスは生産者が中心にいた時代のものであり、今は技術の進

化により必要なデータをいつでもとれるようになり、製品やサービスをどうデザインす

るか、どう提供するか、提供後にどう顧客を扱うか、このような全ての局面で「顧客の

経験価値」を中心にデザインする必要がある。」と新しい時代の到来についてこのように

述べております。 

 その指摘のとおり、ＩｏＴ／ＢＤ／ＡＩ時代に顧客へのパワーシフトが起こりつつあ

る中で、我が国のあらゆる産業の競争基盤を揺るがし、ゲームチェンジを起こすような

事態が進行しているということで、課題設定をしております。 

 ２パラですけれども、現在我々が直面している産業革命は、ハードウェアの高度化よ

りも、デジタル技術とソフトウェアにより産業の価値形成を目指すものであります。Ｉ

ｏＴとCyber Physical System（ＣＰＳ）により、製品やサービスの付加価値をソフトウ

ェアのレバレッジをきかせて高める時代が到来し、産業のソフトウェア化が製造業を含

む多くの産業分野へ急拡大しつつあり、市場の競争ルールが大きく変化してきているこ

とに触れております。 

 実例を２つ挙げております。１つ目が、下に絵がついておりますけれども、ＩｏＴと

ＣＰＳにより、モノの生産やサービスの提供においては、経営管理・製品開発・生産・

受発注等の統合管理を図るプラットフォームを提供し、生産ラインのデータを収集し、

人工知能による生産のリアルタイム最適化の実現を図るとともに、生産工程の設計・変

更の自動化を目指すプロジェクトが進んでいる。これはいわゆるIndustrie４.０とアメ

リカのＩＩＣが連携して生産過程のモデリングとデータ標準化に取り組んで、いわゆる

製造ラインのデータの標準化を行っているものです。このようなことによって、生産機

械等のハードウェアに係るこれまで現場で蓄積されてきた運用ノウハウ等の暗黙知のレ

シピが、データの形に変換されプラットフォームを通じて収集されることになります。

データに基づくソフトウェアのレバレッジによる価値形成を行うサービスビジネスへの

変革を目指しており、データに基づくソフトウェアによる価値形成へゲームチェンジを

図り、ハードウェアの市場も含めて席巻しようとしています。このような状況において
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は、我が国が従来得意としてきたハードウェアは、国際的なビジネス・エコシステムに

組み込まれコモディティ化していき、国際競争力の源泉となり得ないばかりでなく、そ

の運用ノウハウまでもデータ化され、ソフトウェア・プラットフォーマーに独占されて

いくおそれがあるということで、ここはモノの生産とかサービス提供における問題意識

でございます。 

 １２ページ目では、自動車産業について触れております。ソフトウェアを更新するこ

とにより利便性の向上を図る自動車が登場してきており、また、シリコンバレーでは、

ソフトウェアの更新により高度化するモビリティサービスを課金モデルで提供するベン

チャー企業が登場してきています。いわゆるスマートフォンのように、ハードウェアの

値段は月々の割り勘で、モビリティサービスというソフトウェアに課金します。自動車

産業においても、ハードウェアからソフトウェアに付加価値の源泉が移行する可能性が

指摘されております。 

 １２ページの下ですけれども、このように、ＩｏＴ／ＢＤ／ＡＩ時代は多様な産業に

おいてＣＰＳの進展により、ハードウェアシステムに係るノウハウ、レシピがオープン

化され、データ駆動によるソフトウェアのレバレッジによる価値形成、ハードウェアの

国際的なビジネス・エコシステムへの組み込みを通じて付加価値の源泉がソフトウェア

に移行し、「プラットフォーム」と「データ」と「人工知能」を制する者が勝つというゲ

ームチェンジが起きる可能性があるという問題点を指摘しております。 

 ３ポツ目ですけれども、我が国の企業の取り組みの遅れについて触れております。表

にありますように、２０世紀の産業競争力は、ヒトとモノとカネでしたが、新しいＩｏ

Ｔ／ＢＤ／ＡＩ時代は、データとソフトとサービスの時代になるということで、２０世

紀は熟練工による「巧みの技」であったものがデータ化されて、情報レイヤー、プラッ

トフォームを押さえる者が勝ち、ＡＩとロボットで需要に応じた少量多品種生産が可能

となります。経験と勘によるカイゼンだったのが、データ解析によって自動最適化して

いきます。昔は低コストで量産できる低コストの工場を所有していることに価値があり

ましたが、これからは製品・サービスの設計力が価値になってきています。昔はハード

ウェアの機能・性能で差異化していましたが、デザイン・ソフト・サービスで差異化す

るような時代が来ています。昔はＩＴ部門というのは社内の業務システムのメンテナン

スだけを行っていればよかったのですが、サプライチェーン全体の自動最適化をしない

と、新興勢力には勝てない時代が来ている。昔は供給側の宣伝広告でマーケットをつく



8 

 

っていましたけれども、今はインターネットの時代で、データで賢くなった顧客がブラ

ンド・市場をつくる時代が来ている。昔は大企業に資金が集まってきましたが、今はク

ラウドファンディングのように優れたアイデア・技術に資金が集まる時代が来ています。

下にありますように、ＩｏＴ／ＢＤ／ＡＩ時代を迎えて、欧米企業がハードウェア企業

からソフトウェア企業への移行を打ち出す中で、日本企業の多くは製品やサービスの競

争力の源泉がソフトウェアに移行しているという感覚をあまり持っていないことも考え

られます。その要因としては以下のようなものが予想されるということで問題点を指摘

しております。 

 １つは、顧客へのパワーシフト等の市場変化を経営層が見抜けていないこと。自社の

製品・サービスの競争力がどこにあるか把握していないこと。ソフトウェアを外注して

いるため、社内でデータベースをつくれず、またデータの重要性の理解が不足している

ため、自社のデータがコントロールできず、最適化データも自社で生み出せないといっ

た点です。経営システム、生産システム等の丸投げで自社の経営データや生産データが

外部に流出しており、それをもとに改善されたシステムが海外の競合他社の工場等に導

入されていることに気づいていない。要するに、データの形でノウハウがどんどん外部

流出しているということです。 

 このような時代に対応するためということで、１４ページにありますように、今後の

製品・サービスの競争力を事業戦略全体で考える必要があります。また、ＩｏＴでデー

タを集めて可視化だけしてもメリットは少なく、製品企画から生産や品質検査までトー

タルなＩＣＴ・ＩｏＴ活用が必要になってくる。また、社内にはデータがないといって

オープンデータに頼るのではなく、サービスからデータ獲得、データによる知能化、知

能化によるサービス向上という正循環のビジネス設計が重要、真の意味での技術と事業

の一体化が急務ということを書いています。 

 次は４ポツですけれども、オープン・クローズ戦略ということで、これはIndustrie

４.０の例を示しております。先行する欧米企業は独占するコア領域を定義した上で、こ

れをクローズするとともに、パートナーに任せる領域に知的財産――例えば外部インタ

ーフェースとかに知的財産をすり込んだ上でオープンとして、外部の部品調達の経済圏

を構成する。一番肝心なところだけは自分でコア領域ということで押さえていると、こ

ういうオープン・クローズ戦略をとっているというところでございます。 

 １５ページにありますように、特にＩｏＴ／ＢＤ／ＡＩ時代には製品やサービスの付
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加価値がソフトウェアに移行するため、パートナー企業を引き寄せて吸い上げたデータ

でソフトウェアによるイノベーションを起こし、プラットフォームを先導するメンバー

に有利なビジネスルールの形成を図っている。Industrie４.０で目指しているようなと

ころがまさにプラットフォーマ―が有利になる仕組みをつくっていくというものでござ

います。 

 次のパラグラフですけれども、欧米企業にソフトウェア、データ等の頭脳の提供を押

さえられ、コモディティ化したハードウェア製造のみの「下請」的な位置づけに陥る懸

念がある。このため、このような欧米企業の動きに先んじて、オープンなプラットフォ

ームを形成しイノベーションの創出を先導することが重要であるとしております。 

 次の５ですけれども、ここは人材育成の重要性について示しております。そこに棒グ

ラフがありますように、日本は圧倒的にユーザ企業のＩＴ技術者が少ないということで、

赤字でありますように、ユーザ企業のＩＴ技術者の育成とＩＴ業界の協業が急務である。

要するに、回線と端末、機器を売るだけの時代ではないので、ユーザ企業とＩＴ企業が

一体となってビジネスの改革を進めないと、ＩｏＴサービスや人工知能サービスは売れ

ないということに触れております。このような状況においては、オープン・クローズ戦

略を事前設計し方向性を示す軍師型の人材や、データをつくり出し駆使できる人材、顧

客ニーズを迅速に捉えてアイデアを発想できる人材の育成が必要になる。さらに、標準

化戦略の策定が重要であるとしています。 

 ６ポツですけれども、ＩｏＴとＣＰＳによるイノベーションの実現ということです。

現場のデータをＩｏＴで収集することで、「見える化」だけにとどまるのではなく、生

産・サービスの現場の問題解決、製品・サービスの付加価値向上に役立てる必要がある。

要するに、なぜ現場のデータを収集する必要があるのか、それを何に生かすのかを考え

てＩｏＴ、ＣＰＳの導入を検討すべきである。そうならないと、データを活用できない

し、人工知能も導入できない。データがないと人工知能も使えないということになりま

す。 

 下の図でいうステップ１でございますが、生産インフラにＩｏＴを導入して膨大なデ

ータを集めて見える化するだけではそのメリットは大きくありません。欧米企業が今や

っているのはその次のステップ２でございまして、モデリングと標準化によってものづ

くりのデータを標準化して、それを全部情報レイヤーに集めて、ハードウェアの付加価

値をソフトウェアに全部移そうとしているものです。さらに、我が国としてはその先の
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ステップ３を目指すべきではないかということで、我が国の生産やサービス提供の現場

が抱える人手不足や熟練工の減少等の課題を解決するとともに、消費者のニーズを迅速

に把握し、新たな製品やサービスを生み出すプラットフォームの構築を図るような現場

のイノベーションを目指すことが重要であるとしています。要するに、我が国としては

このステップ３を目指していかないと、欧米と同じレベルでとどまっていると後追いに

しかならないということを書いております。 

 ７ですけれども、本委員会で検討する政策課題。下に図がありますように、まず横断

的な推進方策ということで人材育成と標準化、分野別の推進方策ということで先端的な

ＩｏＴ分野と次世代人工知能を書いております。 

 １９ページです。氷山の絵でございますけれども、これらの取り組みは同時並行的に

迅速に取り組んでいく必要があります。例えば次世代人工知能の研究だけやっているの

では、まさにこの水面から上に出ているところしかやっていないということです。安西

人工知能技術戦略議長が、人工知能だけではなく、ＩＣＴ全体をやらないとだめだとお

っしゃっていますけれども、人工知能に学習させるビッグデータが集まるプラットフォ

ームの構築と、さらに標準化サービスシステム開発、さらには人材育成や、ＩＣＴ企業・

ユーザ企業の組織改革等に総合的に取り組んでいく必要があるということで、我が国の

浮沈をかけて、産学官の総力戦としてこれらの施策に総合的に取り組む必要があるとし

ております。 

 第３章が人材育成策でございます。ＩｏＴ／ＢＤ／ＡＩ時代に対応するために求めら

れる人材像というところで、表にございますように、社会や企業の問題点を見つけ、ユ

ニークな独自の解決策を考える能力を挙げております。要するに、今までの慣習にとら

われた解決策ではなくて、新しい解決策を思いつかないと新しいビジネスモデルには勝

てない。ビジネスモデル考案は、常識や慣習にとらわれず、業界を超えたサービスを考

える。さらに、基盤デザインとして、ハードウェア・ソフトウェア技術で新しいアーキ

テクチャをつくる。データ解析、数理統計や機械学習の技術を使って社会課題を解決す

る。後で出てきますけれども、オペレーションテクノロジー、制御系のシステムは、自

動走行車でもありますけれども、人命・生産ラインの停止などにつながりますので、極

めて高いセキュリティが必要となります。ＩＣＴとＯＴの両方がわかる人材、わかった

上でＩＴのネットワークにつないでいくような、そこの全体像がわかる人材が必要だと

いうことで表にしております。 
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 その下にありますように、「プロデューサ軍師型人材」が求められます。データを価値

に変える能力や顧客ニーズを読む能力等を有する「サービス開発人材」、さらに「エンジ

ニア」についても、ＩＣＴだけわかっていたのではだめで、製造機械とかのハードウェ

アとかソフトウェアとかそういうものがチームになって対応していく必要があります。

これまでの回線売り、機器売りではなくて、ＩｏＴとかＡＩというのはビジネスモデル、

ビジネスイノベーションを起こさないと売れないサービスですので、ＩＣＴ企業とユー

ザ企業が連携してこういうチームをつくって、一緒に実証実験をやりながら、データか

ら価値を生み出すプラットフォームを実証実験の中で生み出していく必要があるという

ことを論じております。 

 その下は、制御システムは、自動走行も全て、産業機械もそうですが、桁外れのセキ

ュリティが必要ですので、そういう制御システムのセキュリティ人材も必要になってく

るということを書いています。 

 ２２ページですけれども、こういう人たちがチームとなって連携して、ＮＩＣＴが持

つようなテストベッドを使って新しい生産サービス提供プラットフォームの実現に向け

た実証を推進していくということを論じております。 

 ２３ページは、人材の最後のところですけれども、製造業の現場においては、制御シ

ステム、ＩＣＴの両方がわかって、通信技術も理解できるような人材がいない。ＩＣＴ

業界においては、ユーザ企業のニーズ・課題のわかる人が少ないというように、両方と

も連携して取り組む必要がありますが、お互いに相手の業界のことがよくわかっていな

い。 

 ２３ページの下のところですけれども、特に過疎地や人手不足の中小規模の工場や農

家等、ＩｏＴの活用が期待されている現場ほど、ＩＣＴやＩｏＴの利用経験や知識がほ

とんどないことも考えられます。これは実際に業界からそういう声が出ております。し

たがいまして、今後はさまざまな分野において多様なユーザがＩｏＴシステムを導入す

ることが見込まれており、無作為に入れていくと極めて深刻な周波数逼迫や混信が発生

することも懸念されます。 

 ２４ページにありますように、ユーザ業界においてＩｏＴのリテラシーをある一定レ

ベルの知識を身につけていただくために、「ＩｏＴ推進コンソーシアム」の中に設置され

た「スマートＩｏＴ推進フォーラム」には、ユーザ企業とＩＣＴ企業両方おりますので、

専門知識の要件（スキルセット）をつくって、民間企業によるいろいろな利活用分野ご
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との、あるいは地方で本当に人手不足で困っているような地方はたくさんございますの

で、そういう周知啓発事業を民間で実施していく。そのためのスキルセットの整備等を

検討しているところでございます。 

 若者やスタートアップを対象としたＩｏＴリテラシーに係る人材育成の推進について

です。例を挙げておりますが、アメリカにおいては、これはホワイトハウスが主導して

やっておりますけれども、単なるプログラミング教育ではなくて、ものづくりの中でプ

ログラミングとか数学教育をしていく、子供が楽しみながら、ハードウェアとソフトウ

ェアの両方の技術を習得していくような活動を国を挙げてやっております。 

 次の２６ページですけれども、一方で日本は、そこの２６ページの円グラフにありま

すように、組み込み技術者が非常に少ない状況にありますので、あらゆるウェブの上で

いろいろな機器のソフトウェアをLinuxなど汎用言語で書くことができるＷｏＴの実現

に向けた取組という標準化が進んでおります。このような標準化をいち早く日本がリー

ドすることで、この青色のところはウェブ系の人材ですけれども、一挙にＩｏＴのソフ

トウェアが書ける人材を４倍にすることができるということで、ＷｏＴの標準化や様々

な分野への導入も推進していく必要があるということです。 

 ２７ページですけれども、子どもたちがものづくりをしながらプログラミングに親し

んでいく活動、あるいは車の分野でウェブ系の人材と車の業界をマッチングして、ソフ

トウェアの開発をしている学生・社会人を中心にした活動として「Ｗｅｂとクルマのハ

ッカソン」を行っておりますが、このような活動は周波数の有効利用からも非常に重要

ですので、これらを支援することで将来を見据えた技術者の育成を図っていくことが重

要であるとしております。人材育成は以上でございます。 

○相田主査  ここで説明者交代というふうに伺っておりますけれども、先ほど申し上げ

ましたように、基本的には全体を説明いただいてから意見交換ということにさせていた

だきたいと思いますけれども、何かこの場で確認しておきたいというふうなことはござ

いますでしょうか。 

 特にございませんようでしたら、続きまして、第３章の後半、標準化戦略につきまし

て、事務局のほうから説明お願いいたします。 

○藤田通信規格課長  では、続きまして、同じ資料の２８ページ目の中段でございます

が、標準化のパートをご説明いたします。 

 まず（１）といたしまして、各機関等における動向を書いてございます。柱書きのと
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ころには、ＩｏＴ利用の進展に伴いまして、デジュールに加えフォーラムの活動も拡大

している点、あるいはオープンソースの取り組みが活発化している点、さらには、デー

タの円滑な利活用を促進する観点のプラットフォーム層の標準化が活発化している点、

さらには、米国のＩＩＣのような数多くの推進団体が普及推進を図っていると、そうい

ったようなことを書かせていただいております。 

 図表３－１０に主な機関・団体の動きをまとめてございます。この表の青い部分はデ

ジュール標準、オレンジ色の部分がフォーラム標準、それから、緑のところが推進団体

の例ということになってございます。 

 以降、２９ページ以降、各団体の動向を記載してございます。詳細は割愛しますが、

例えばＩＴＵにつきましては２９ページですけれども、無線通信部門、それから、電気

通信標準化部門それぞれで、ＩｏＴ時代を支えるネットワーク基盤ということで、いわ

ゆる５Ｇの標準化が開始されているという点。あるいは、一番最後のパラグラフになり

ますが、「また」というところですが、ＩｏＴやスマートシティ等の課題について標準化

する場としてＳＧ２０という場が設置され、活動をしているということでございます。 

 少し飛ばしまして３０ページ目でございますが、③、oneＭ２Ｍという標準化団体にお

きましては、３行目あたりにありますが、Ｍ２Ｍ／ＩｏＴのさまざまな分野のアプリケ

ーションに対応可能な共通プラットフォームの標準化の推進と。 

 それから、④のＷ３Ｃにつきましては、先ほど人材のパートでもご説明ございました

が、ウェブ技術によりさまざまなモノ（Things）を制御・管理する共通プラットフォー

ムとして、Web of Things（ＷｏＴ）と題しましてこの検討の場が設立され、活動が活発

化しているというようなことでございます。 

 以降、３１ページ目以下は、ＩＥＴＦ、それから、ＩＥＥＥ、それから、３２ページ

に参りまして、ＥＴＳＩ、３ＧＰＰということで記載してございますが、時間の関係上、

詳細は割愛させていただきます。 

 ３３ページ目ですが、これらの活動をまとめたものを図表３－１１ということで提示

をしてございます。 

 （２）ですが、新標準化戦略マップの策定についてでございます。まず策定の背景は、

この①にございますように、審議会の前回の標準化に関する答申におきまして同様の標

準化戦略マップを策定いただいてから３年以上が経過しているということと、今般、Ｉ

ｏＴ／ビッグデータ／ＡＩ時代の本格的な到来に伴いまして、今（１）で述べたような
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さまざまな活動が進展しているということも踏まえまして、今回新しい戦略マップを作

成したということでございます。 

 こちらのマップにおける重点領域の考え方につきましては３４ページ目に記載してご

ざいますが、それをまとめたものとして、３５ページ目の図表３－１２をごらんいただ

ければと思います。こちらの委員会の昨年夏の中間答申では、重点研究開発分野という

ことで、この図の下にある「観る」、「繋ぐ」、「創る」、「守る」、「拓く」と５つの柱を提

示していただいていますが、特に今後のＩｏＴ時代の標準化ということを考えますと、

やはり膨大な数のものを確実につなぐということを確保する観点から特に「繋ぐ」とい

う部分が重要ではないかというご意見がございまして、こちらを統合ＩＣＴ基盤領域と

して１つ目の重点領域としてございます。 

 また同時に、この共通基盤をベースにして新しいビジネスやサービスを創出するため

の標準化もあわせて重要であるということで、サービス／ビジネス領域を２つ目の重点

領域として設定しました。前者につきましては、「共通プラットフォーム・マネジメント

層」、それから、「物理ネットワーク層」という２つのカテゴリー、それから、後者につ

きましては、「固定系」、「移動系」、「映像系」という３つのカテゴリーに分類しまして、

それぞれこの図にございますような重点テーマを例示してございます。 

 こういった考えに基づきまして策定したマップでございますが、本日の配付資料の資

料１１－１－４をごらんいただきたいんですけれども、こちら、参考資料と表紙に書い

てございます。１枚めくっていただきますと、標準化戦略マップが出てまいります。今

ご説明申し上げた領域ごとにまとめてございます。ごく簡単に構成だけご紹介します。

例えば２ページ目のところに統合ＩＣＴ基盤のパートがございますが、まず最初に標準

化の必要性と達成目標、それから、イメージ図や関連の統計を記載しまして、４ページ

目、５ページ目に、各サブテーマごとに国内外の動向とか目標達成に向けた具体的な対

応方針をできるだけ詳細に記載しております。そして、６ページ目にありますように、

最後に今後のロードマップということで、５年程度を見すえたロードマップをまとめて

ございます。以下同様に、７ページ目からは固定系、それから、１４ページ目から移動

系、そして、２０ページ目からは映像系ということでそれぞれまとめているところでご

ざいます。 

 それで、また本文に戻っていただきたいんですけれども、３５ページ目の中盤、各重

点領域における標準化の必要性及び具体的目標ということです。こちらのパートは、今
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ちょっとご紹介したマップの記載事項のエッセンスをまとめているパートでございます

ので、詳細な説明は割愛させていただきますが、幾つか例で申します。 

 例えば３６ページ目の（ア）共通プラットフォーム・マネジメント層というところの

下には、例えば共通プラットフォーム技術に関しましては、oneＭ２Ｍにおける水平連携

型の共通プラットフォーム機能の標準化を推進、あるいはＷ３Ｃにおけるウェブ技術に

よる機器の情報取得、それから、制御技術に関する標準化を推進と。それから、その次

のネットワークソフトウェア化につきましては、ＩＴＵ－Ｔや３ＧＰＰ、ＩＥＴＦとい

った場で５Ｇネットワークのアーキテクチャやスライス技術、モバイルエッジコンピュ

ーティング技術等の標準化を推進するといったような記載をしてございます。 

 また、以降、物理ネットワーク層についても、光ネットワーク技術とか、無線アクセ

ス技術について記載しております。 

 以降、固定系、移動系、映像系と続きますが、ここも時間の都合上、詳細は割愛をさ

せていただきます。 

 ３９ページ目の中段の今後の国際標準化活動の現状と課題ということでございます。

今後の活動推進に当たり、特に留意すべき現状、課題といたしまして３点ほど記述して

ございます。１点目は、従来のネットワーク層を中心とした標準化に加えまして、やは

りデータの円滑な利活用促進という観点から、プラットフォーム層の標準化の重要性が

増大しているという点、それから、それに対応するために、オープン＆クローズ戦略に

基づき、競争力強化につながるようなリファレンスモデルを戦略的に提案することが必

要と記述してございます。 

 ４０ページ目の②でございますが、ＩＣＴの利活用分野の拡大に伴いまして、関係機

関が非常に多岐にわたるということで、これらの効率的な連携体制の構築が進展してお

りまして、そういった中でそれぞれの標準化活動の場に適切に対応していくことが不可

欠な状況となっていると書かせていただいております。 

 それから、３点目は、ソフトウェア中心の標準化と実装の重視ということです。中段

ぐらいからですが、いわゆるProof of Concept、概念実証の実施、それから、プロトタ

イピングの推進、オープンソースとの連携といった、従来のドキュメンテーション中心

の標準化ではなく、より一層実装を重視するような傾向が強まっているということを書

かせていただいております。 

 こうした課題等を踏まえ、最後、４１ページ目の（４）でございますが、今後の活動
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の推進方策ということで４点ほど記述してございます。①といたしましては、先ほどご

らんいただいた新標準化戦略マップを活用し、戦略的に標準化やビジネス展開を推進す

ることが重要。それから、２点目といたしましては、欧米諸国の垂直統合型のビジネス

モデルを踏まえつつ、共通プラットフォームの構築を推進するために、「スマートＩｏＴ

推進フォーラム」を核としました連携体制におきまして、オープン領域とクローズ領域

を見きわめながら、競争力強化につながるリファレンスモデルを早急に具体化すること

が重要ということでございます。 

 それから、４２ページ目の③といたしましては、デジュールとフォーラム、あるいは

ネットワークレイヤーとサービスアプリケーションレイヤー、これらに一体的かつ柔軟

に対処できるように、一般社団法人情報通信技術委員会（ＴＴＣ）を中核としまして、

産学官連携による国内標準化推進体制を抜本的に強化することが重要と記述してござい

ます。 

 最後、④でございますが、上記の③の体制強化とあわせまして、４行目のところです

が、標準化に関連するサンプル機能実装やプロトタイプ開発、それから、継続的な標準

化提案等の活動への支援スキームを導入するとともに、フォーラム標準及びオープンソ

ース系の知識も十分に有するような新しい標準化人材の育成強化を推進することが必要

と述べさせていただいております。 

 標準化のパートは以上でございます。 

○相田主査  それでは、ただいまのご説明に関しまして、この場で確認しておきたいと

いうようなことはございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 では、続きまして、報告書の第４章は、実はワーキンググループの報告書を束ねたも

のということになっております。第１節、先端的なＩｏＴ分野の推進方策、「スマートＩ

ｏＴ推進戦略」は、ワーキンググループの名前がぱっと出てまいりませんけれども、そ

ちらのほうで検討いただいた内容ということで、事務局のほうからご説明をお願いいた

します。 

○野崎技術政策課長  資料１１－１－２でスマートＩｏＴ推進戦略について御説明いた

します。 

 最初に目次ですけれども、まず先端的なＩｏＴの重要性、共通プラットフォームの重

要性について議論しております。その後、先端的なＩｏＴの共通プラットフォームによ

って目指すべき社会イメージを記載しております。その下に、ⅢとⅣで大きく２つのく
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くりがありまして、Ⅲは、スマートシティなどの大量のセンサーをつなげるような先端

的なＩｏＴシステム、Ⅳは、ロボットや車等の自律的に動くものをつなげる先端的なＩ

ｏＴシステムについて議論しています。５番目に、これら両方を社会実証するための新

しいテストベッド、Cyber Physical Systemの時代に対応した新しいテストベッドの必要

性などについて述べております。 

 それでは、１ページ目でございます。先端的なＩｏＴの重要性について述べておりま

すので、ここも少し丁寧にご説明させていただきます。先端的なＩｏＴへの取組の重要

性というところで１パラのところでございます。ネットワークを活用したサービス・ビ

ジネスにおいては、欧米の巨大ＩＣＴ企業がキラーサービスや先進的なビジネスモデル

により圧倒的な優位性を有しており、サービスを通じて得られる大量のユーザデータを

グローバル規模で独占し、顧客ニーズを迅速かつ確実にとらえて新サービスを創出する

等、垂直統合型モデルが確立されている。 

 これに対応してということですけれども、ＩｏＴ／ＢＤ／ＡＩ時代には、今後社会展

開されていくさまざまなＩｏＴサービスは、サービスごとに求められるネットワーク要

件、セキュリティ要件、技術要件等が異なるため、これらのサービスが共通に使用可能

なプラットフォームを我が国が先行して構築していくことで、ネットワークにつながる

膨大な数のモノ、ヒト、そこから得られる莫大なデータを制御して、革新的な価値を生

み出していけるのではないかと考えられます。これによって、既存の垂直統合型のモデ

ルではない新しいモデルをつくり出すことで、我が国経済の優位性を取り戻す機会にす

ることが重要であるとしております。 

 次の２ページ目ですけれども、今後期待される先端的なＩｏＴの２つの柱としまして、

上に図がついておりますけれども、縦軸がＩｏＴの接続数、上に行けば行くほど数が膨

大になります。横軸が、遅延の許容度として、横に行くほど遅延が許されないものを示

しております。例えば完全自動走行などはもう遅延がほとんど許されないということに

なります。 

 大きな柱としまして、２ページ目の①にありますように、膨大な数のセンサーとネッ

トワークとの間の同時接続が必要な分野と、それともう１つの分野として、②にござい

ますとおり、やりとりに超低遅延が求められる分野がございます。こういうものが新し

い先端的なＩｏＴサービスとして求められており、今までのモバイルネットワークでは

対応できないため、先端的なＩｏＴ分野に対応可能なプラットフォームをいち早く構築
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することで、データの流通などの基盤を押さえていけるのではないかということです。 

 ３ページ目ですけれども、縦串の垂直統合型ではない共通プラットフォームについて

述べております。oneＭ２Ｍという、日本、アメリカ、中国、韓国、インド、ヨーロッパ

の標準化機関において標準化が進められておりますが、このような国際標準化の活動と

連携して特定サービスごとの垂直統合による囲い込みに対応するため、①特定サービス

に依存しないデータ収集・利用、デバイス管理、②異なるベンダー間の相互接続が可能

であること、③サービスの重要度に応じネットワークの資源管理と接続の信頼性確保や

セキュリティレベルもサービスによって異なりますので、接続の信頼性確保に対応でき

るＩｏＴ共通プラットフォームを実現していくことが重要であるとしております。 

 図表Ⅰ－２のその下ですけれども、そのために、共通基盤技術として、超低遅延、超

高速、超多数同時接続が、また、プラットフォーム上で次世代の人工知能が連携して新

しいサービスを生み出していくとことが重要ではないかとしております。 

 ６ページまで飛んでいただきまして、こういう先端ＩｏＴによって目指すべき社会イ

メージでございます。超高齢化社会を迎える中で、全ての人が寿命を迎えるまで自律的

な移動を可能とし、安全安心で豊かな生活を送れる社会、また、人口減少によって労働

力の確保が難しくなる中で、自動的に稼働するロボットや産業機械等が人間と共働して

生産性を維持して持続的に経済成長できる社会をイメージしまして、「自律型モビリテ

ィ社会」というふうにしております。 

 このような社会を実現するための「自律型モビリティシステム」として、ネットワー

クと連携した電気自動車、電動車椅子、ネットワークと連携した小型無人機、コミュニ

ケーションロボットや支援ロボット、あるいはネットワークと連携して、人間と一緒に

働いてくれて、無人で生産・監視を行うような製造ロボットや産業機械などの実現を目

指すための共通プラットフォームに取り組んでいくというものでございます。 

○山口企画官  引き続きまして、公共・産業分野の先端的なＩｏＴシステム（固定系Ｉ

ｏＴ）の推進方策についてでございます。８ページをごらんください。まずファクトリ

ーオートメーションの分野でのＩｏＴの導入によるプロセス革新の動きと同様に、Ｉｏ

Ｔにより社会全体のコスト削減や住民生活の質の向上が期待されております。３パラ目

のところでございますけれども、諸外国と同様、人口集中する中核都市のスマート化は

もとより、我が国に特徴的な過疎地域での社会インフラの維持管理コストの低減や最適

運用の実現がＩｏＴ導入により期待されているところでございます。 
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 ９ページ、１０ページでは、産業的重要性の視点で書かせていただいています。都市

のスマート化から生み出される多様なデータを活用することで、関連産業の市場の拡大

や地域のイノベーションの促進が期待されています。図表Ⅲ－２のとおり、国内におき

ましては２０２０年に関連売り上げ市場規模が１９兆円と試算されており、また、図表

Ⅲ－３のとおり、世界規模では、２０２５年に最大１１.１兆ドルの経済波及効果が試算

されています。また、１０ページの下のところでございますが、ＩｏＴ導入による効率

化で１％のコスト削減が行われれば、数百億ドル単位での運用コスト削減も見込まれて

いるという状況でございます。 

 次に、技術開発の現状と動向でございます。１１ページ、１２ページをごらんくださ

い。ネットワークにつきましては、固定系ＩｏＴでは、Ｗｉ－ＳＵＮあるいはＷｉ－Ｆ

ｉ等の無線エリアネットワークからゲートウェイ経由でネットワークに接続する形態、

あるいは機能や用途を制限して低コストでネットワークサービスを提供するＬＰＷＡと

いうようなもの、あるいは３ＧＰＰにおける広域、低消費電力な無線規格など、ＩｏＴ

のネットワーク技術の規格は乱立している状況にございます。 

 他方で、ＩｏＴのアプリケーションは多種多様で、高いセキュリティが求められたり、

リアルタイム性が求められたり、あるいは遅延やセキュア性よりも運用コストを優先し

たいとするものもありまして、多様なニーズに効率的にネットワークを提供するために、

ＳＤＮ技術の高度化や応用が重要になっている状況でございます。 

 １３ページをごらんください。共通プラットフォームについてでございます。Indust

rie４.０やＩＩＣでは、サプライチェーンや生産管理サイクル等の現実世界の状況を踏

まえながら、工場分野等の適用を見越した参照アーキテクチャを作成してございます。

両者は、スマートファクトリーのモデリングやネットワークセキュリティの国際規格策

定で連携しております。また、oneＭ２ＭやＷ３Ｃにおいても、まさにＩｏＴ分野横断で

活用していくための共通プラットフォームの標準化作業が進んでおりまして、標準化競

争がますます激しくなっていく状況にございます。 

 １４ページをご覧ください。サイバー攻撃のリスクと社会受容性についてもＩｏＴの

推進におきまして考慮が必要な観点でございます。ＩＩＣなどではさまざまな実証プロ

ジェクトを促進しておりますが、こういったプロジェクトを通じてＩｏＴ導入の利便性

とサイバー攻撃のリスク検証を行っておりまして、この分野については海外の推進団体

の取組みから学ぶべきところも多いと記載してございます。 
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 以上を踏まえまして、実現課題と推進方策について、まずエリアネットワークについ

てでございます。先ほどの技術開発の現状と動向のとおり、さまざまな形態、通信規格

が乱立しておりますので、３段落目にございますような免許不要の形態で利用されるこ

とも多く、ネットワーク全体の運用・管理を適切に行うための研究開発の推進が重要に

なってまいります。このため、具体的な技術開発課題といたしまして、エリアネットワ

ーク内の超多接続環境における周波数有効利用や、故障検出を可能とするネットワーク

運用・管理技術の開発が必要としています。 

 次のコアネットワークでございますが、こちらも先ほどの技術開発動向でご説明をい

たしましたとおり、多様なサービス形態に対応するために柔軟なネットワーク構成を行

う必要がございます。このため、具体的な技術開発課題といたしましては、下段のとこ

ろでございますが、ＳＤＮ／ＮＦＶによるネットワーク加速化技術の高度化、エッジコ

ンピューティングによる分散処理技術の開発、それとともに、次ページ上段でございま

すが、有無線一体で周波数を含めたネットワーク資源を最適制御可能な統合基盤技術の

開発が必要としています。 

 あわせて、具体的推進方策でございますが、ⅲ）のとおり、ネットワークの技術検証

環境としまして、きめ細かなパラメータ設定等が可能な、超高機能なオープンテストベ

ッド環境の構築が必要としています。 

 次に、②のプラットフォームの構築でございます。１６ページの下段、１７ページを

ご覧ください。ＩｏＴでは、データの横展開が重要になってまいります。欧米では分野

横断での連携を見すえたテストベッドによる実証実験に取り組む中で、データ共有によ

る価値や新たなサービス創出を目指してございます。これらを踏まえまして、具体的な

推進方策といたしましては、スマートＩｏＴ推進フォーラムを核とした分野横断の連携

体制の構築に向け、業際マッチングイベントを実施し、オープン化すべきデータの見き

わめや異業種間のデータの流通の重要性の理解を深め、さらに実証実験等を通じてプラ

ットフォーム構築に向けたデータ流通の試行、データ公表範囲等のコンセンサス形成を

推進するとしています。 

 あわせて、後段の具体的な技術開発課題に記載しておりますが、スマートホームなど

の先行的な取組みを踏まえて、汎用性の高いWebインターフェースによるデバイス管理・

制御の共通化等の技術開発・標準化を推進するとしています。 

 １７ページの下段及び１８ページをご覧ください。セキュリティ等の高信頼性と社会
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受容性の確保については、ＩｏＴ導入によるセキュリティに留意しつつ、利便性とのバ

ランスを踏まえ、社会受容性を高めていくことが重要になります。このため、具体的な

技術開発課題といたしましては、１８ページ中段のとおり、データの利活用の観点から

の、多種多様なＩｏＴデータを汎用的に利用可能なデータに加工し蓄積可能とするＩｏ

Ｔデータプール構築技術や、それらデータの高信頼な流通の視点からの履歴管理保証技

術など、社会受容性を高める技術開発・標準化及び技術実証・社会実証を推進すること

としております。 

 あわせて、同分野の標準化獲得競争が今後ますます熾烈になってまいりますので、具

体的な推進方策として、スマートＩｏＴ推進フォーラムを核に、欧米の推進団体等との

国際共同研究プロジェクトを強化することとしてございます。 

 固定系ＩｏＴの推進方策については以上でございます。 

○野崎技術政策課長  次に、２０ページからの自律型モビリティ分野、移動系ＩｏＴに

ついてでございます。そこに、社会的重要性がありますけれども、交通事故、交通渋滞

の社会的・経済的損失、それ以外にも、２パラにありますように、地方においてどんど

ん地域の公共交通機関が減少しております。２２ページにありますように、地方は約２

５％の輸送人員、輸送能力が減少してきており、いわゆる高齢者の買い物等の移動困難

者が増加する懸念があるというところでございます。 

 ロボットにつきましては、２３ページにありますように、医療・福祉分野、介護分野、

人口がどんどん非常に減っていく中で、重労働をサポートするような分野とか、いろい

ろな分野でロボットの利用が期待されているところでございますし、その下にあります

ように、ドローンにつきましても、インフラ監視とか高齢者への生活必需品の配送等、

小型無人機についてもいろいろな分野が期待されております。２４ページにありますよ

うに、社会インフラの監視でも、一時的なチェックで、ロボットとか小型無人機、人手

を介さないようなチェックが非常に期待されているというところでございます。 

 ２５ページからは産業的重要性ということで、２６、２７ページにありますように、

自律型モビリティシステムの中核である自動車産業というのは、我が国で最も重要な産

業の１つです。雇用、経済規模においても最も重要な産業の１つということで、２７ペ

ージにありますように、自動走行・自動制御のプラットフォームを確立することで、さ

まざまな分野に波及効果が期待できるというものでございます。 

 ２８ページですけれども、上の説明ですが、こういう自動車、ロボット、小型無人機
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等の自律型モビリティシステムを実現するに当たって、先端的な通信プラットフォーム

を早期に構築し、その普及展開を図る共通的なプラットフォームをつくっていく。それ

によって、単なる機器製造にとどまらず、プラットフォームやサービスの提供者として

の地位を確立することは極めて重要であるとしております。 

 ２９ページにありますように、今、図表Ⅳ－１２にあるような、Ｂ２Ｂの分野でのプ

ラットフォーム、超低遅延、超多数接続が先端的なＩｏＴで重要になってきております

ので、そこのプラットフォームをどのように誰が握っていくかというのが非常に重要に

なってきているというところでございます。 

 ２９ページの下から、技術開発のポイントでございます。３０ページにありますよう

に移動体を対象にしますので、これまで以上のネットワークの低遅延が必要になってき

ます。①ですけれども、収集された膨大な情報を迅速に処理して、処理した情報を移動

物に返して、高精度な制御が必要になってくる。また、②にありますように、プラット

フォームの構築ということで、３１ページの最後のパラグラフですけれども、特に移動

系サービスでは、自身の正確な位置情報とそれに基づく制御が必要になりますので、ダ

イナミックマップと呼ばれておりますが、日本全国で３次元の高度地図データベースの

整備が今後始まります。移動系ＩｏＴにおいても、自動車だけではなくて、ロボットと

か小型無人機とかいろいろな分野でダイナミックマップの利用が期待されておりますの

で、そのためにも、迅速に移動物にダイナミックマップの情報を送るためのネットワー

クのプラットフォームが非常に重要になってくるというところでございます。 

 ③ですけれども、高信頼・セキュリティの確保ということです。第１章のところにあ

りましたけれども、セキュリティ対策が現実社会の安全性に直結するというのがＣＰＳ

の問題でございます。ハッキングされると、自動車で事故が起きるとか人命に直結しま

すので、従来のようなソフトウェア上のセキュリティ対策にとどまらず、ハードウェア

も含めたシステムワイドなセキュリティ対策が一層重要になってきている。開発者やサ

ービスの提供者のみならず、ユーザも含めた社会全体として、はるかに格段に重要にな

ってくるＣＰＳにおけるセキュリティの問題をどう扱うという議論が必要になってくる

としております。 

 ３４ページからは、研究課題と推進方策ということで、研究課題を幾つか挙げており

ます。①でありますけれども、とにかく自律型モビリティについては、高精度に動かし

ていく必要があるとしております。日本は稠密な人口密集地域ですので、①の高精度化
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にありますように、正確な位置情報に基づいて自動走行あるいは自動制御に必要な地図

情報や周辺情報といったダイナミックマップの情報をいかに高い鮮度で送り込むかが重

要になります。中央までネットワークで送っていると遅延が大きくなるので、末端で処

理してすぐに移動物に情報を返すというエッジコンピューティング技術が極めて重要に

なってくるということで、これは今年度からの国のプロジェクトでも研究開発を開始す

る予定でございます。 

 ②ですけれども、自律型モビリティシステムを支える高効率情報配信です。３５ペー

ジの上にありますように、ダイナミックマップは非常に情報量が多いために、情報の内

容とか更新の粒度、どれぐらいのタイミングで更新するかとか、あるいは移動物に膨大

な情報を送るとネットワークがパンクするので、必要な情報だけ選択して瞬時に送ると

か、その情報の粒度とか種類に応じて選択的に送るといった新しい技術が必要になりま

す。 

 ③ですけれども、自律型モビリティシステムを支える高信頼ネットワークということ

です。先ほどありましたけれども、まさに安全面については、人命に直結するようなセ

キュリティの問題は格段に重要になってきますので、具体的な技術開発課題にあります

ように、サイバー攻撃を検知・判断する技術、検知・判断に基づきネットワークを遮断

して操作者に通知する技術と、障害が発生した場合においても別ルートでネットワーク

をつなぐリルート技術、障害時の回復、動作確認、復帰までのナビゲーションサポート

技術などを総合的に取り組んでいく必要があるとしております。 

 ④ですけれども、ロボットやドローン等のあらゆる自律型モビリティシステムについ

て、先ほどのoneＭ２Ｍのような共通プラットフォームを、関係者が集まりながら開発し

ていくということを書いております。 

 ⑥は、社会受容性の醸成ということです。移動体がどんどん社会に入ってきますので、

いかに導入に係る心理障壁等のハードルを取り除いていくかという、社会的受容性を改

善するための実証などについて書いております。 

 （４）研究開発戦略ということで、３８ページの①競争領域と協調領域の分析を踏ま

えた取組戦略の策定について触れております。①の最後のパラにありますけれども、特

に自動走行の分野においては、競争領域と協調領域の境界が変わります。今まで各社で

競争していると思っていたら、外国がいきなり圧倒的な研究開発費を投入してくるとい

うこともございますので、日本企業も協調してやったほうがよいのではないか、競争領
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域と協調領域というのは常に見直しをしていく必要があるのではないかということで、

そのような総合的な戦略を記載しております。 

 ②はユーザの受容性等も含めた研究開発、技術実証・社会実証の強化、③で制度的検

討についても並行して取り組んでいくということを記載しております。 

○山口企画官  次に、第Ⅴ節でございます。こちらは、固定系ＩｏＴと移動系ＩｏＴの

共通の推進方策として、特に社会実装の観点から強化して取組むことが重要になるもの

をまとめてございます。４１ページ、４２ページをご覧ください。まず（１）のテスト

ベッド環境の整備でございます。４２ページの絵の図表Ⅴ－２にございますとおり、Ｉ

ｏＴ／ＢＤ／ＡＩ時代には、実環境情報を取り込んだサイバーフィジカルシステム全体

の詳細な評価が可能であるとともに、さまざまな検証ニーズに柔軟に対応可能なテスト

ベッドが必要になってまいります。このため、具体的な推進方策としましては、ＣＰＳ

全体について機能の高度化やスペック変更等に柔軟に対応可能な検証環境そのものの開

発、それから、人材育成を推進するとしてございます。 

 また、４２ページの②のとおりでございますが、利用者視点で使いやすいテストベッ

ド環境の構築ということが必要になってまいりますので、その視点から、推進方策でご

ざいますが、４３ページの冒頭のとおり、テストベッド利用を容易にするためのテスト

ベッドＡＰＩの開発・導入や技術支援・利用サポートを行う専門家の育成の推進ととも

に、テストベッド提供者と利用者間、あるいは利用者間相互において、検証にかかわる

データ等のセキュリティ確保あるいは検証成果の守秘義務などに関する汎用的な取り決

めなどの利用環境整備を推進すべきとしております。 

 （２）でございますが、「人・技術・データ」が活用できる環境の構築ということでご

ざいます。欧米の垂直統合型モデルによるデータの囲い込みに対抗するためにも、具体

的な推進方策のところでございますが、ＡＩ技術や翻訳技術などの研究開発の検証にテ

ストベッドの開放を進めて、そこで生み出されるデータを活用してアイデアソンやハッ

カソンを開催するなど、テストベッドを核に「人・技術・データ」が集まる共創型のプ

ロジェクトを推進していくべきとしてございます。 

 あわせて、②のところでございますが、ＩｏＴの研究開発を効率的に進め、その効果

を最大化するためには、他の研究開発プロジェクトと連携して相乗効果を生み出すとい

うことが重要になってまいります。このため、研究開発プロジェクトをこれまで以上に

有機的に連携させるため、プロジェクトのマネジメント手法の高度化の検討が重要にな
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ってくるとしています。 

 また、４４ページの３パラ目のとおり、地方創生やイノベーション創出の観点からの

この分野の人材育成も重要になってまいります。このため、具体的な推進方策としまし

ては、成果の社会実装を強化するため、プロジェクトマネジメント手法の改善、効果的

な事例の共有、若手・女性研究者等の育成・活用を推進するとしています。 

 最後になりますけれども、ＩｏＴの普及・展開の鍵は、やはり③に記載していますＩ

ｏＴデータの相互流通の促進あるいは共通プラットフォームの実現ということになりま

すので、データを相互に利活用できる仕組みについて、技術、制度双方からの検討が必

要になってまいります。また、巨大なＩＣＴ企業等による特定サービスごとの垂直統合

による囲い込みに対抗するためにも、テストベッドを活用した産学官一体による共通プ

ラットフォームの研究開発、標準化、技術実証・社会実証が重要となりますので、その

旨記載をさせていただいてございます。 

 Ⅴ節については以上でございます。 

○相田主査  ありがとうございました。 

 それでは、先ほど出てきませんでしたけれども、先端技術ワーキンググループからい

ただきました内容を盛り込んだものでございますけれども、何かここにつきまして、こ

の場で確認しておきたいというようなことはございますでしょうか。 

 では、続きまして、報告書としては第４章の第２節ということになりますけれども、

次世代人工知能推進戦略につきまして、また事務局から説明お願いいたします。 

○荻原研究推進室長  それでは、資料１１－１－３の表紙をめくっていただきまして、

目次をごらんいただきたいと思います。５項目から構成されています。第Ⅰ節は、我が

国が抱える社会課題と人工知能への期待ということです。第Ⅱ節が、研究開発の動向と

いうことで、諸外国の動向等をまとめております。それから、第Ⅲ節が、人工知能が実

現する社会ということで、将来の利活用イメージをまとめております。それから、第Ⅳ

節におきまして、推進方策ということで、ここで課題と推進方策をまとめております。

最後、めくっていただきまして、まとめということで、全部で５つの柱から構成されて

おります。 

 それでは、１ページ目、第Ⅰ節、我が国が抱える社会的課題と人工知能への期待とい

うことです。まずⅠ－１は、社会課題を解決する人工知能ということでございます。こ

のページの最後のほうになりますけれども、少子高齢化が問題になっております。これ
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が急速に進展しておりまして、高齢者の医療・生活支援のニーズが爆発的に増大すると

いうことと、深刻な労働力不足に陥るということが想定されております。結果として、

国民生活に重大な支障を及ぼすおそれがあるということが言えようかと思います。 

 ちょっと飛んでいただきまして、６ページをごらんいただきたいと思います。Ⅰ－２、

産業構造の変革をもたらす人工知能ということです。ここでは、人工知能やビッグデー

タなどの技術革新が既存の産業構造を変えていくということを述べています。これは先

ほどもお話ありましたけれども、下から２つ目の段落の最後、ハードウェアの開発が中

心であった自動車産業においてさえ産業のソフトウェア化が急速に進んでいるというこ

とですとか、６ページの一番下にありますように、シェアリングビジネスなどを提供す

る新興企業が競い合っていると、そんなことが注目されているような状況になってきて

おります。 

 ８ページをごらんいただきたいと思います。このように産業構造が大きく変わりゆく

中で、人工知能技術の分野で世界に遅れをとるということは、今後我が国の産業が世界

に伍していく、あるいは台頭していくための足がかりを失うということを意味するので

はないかということです。 

 次の段落ですけれども、少子高齢化に伴うさまざまな社会課題に他国よりいち早く我

が国は直面するわけですけれども、我が国が最先端の人工知能技術を早急に確立しまし

て、それを活用した新しいサービスを世界に先駆けてつくり出し、国内での課題解決は

もちろん、その実績をいち早く世界市場に展開していくということが、将来の我が国の

産業の発展を実現する上で絶対的に必要な条件になるものじゃないかということで第Ⅰ

節はまとめております。 

 ９ページ目でございます。第Ⅱ節になりまして、人工知能の研究開発の動向というこ

とで、この節はファクトをまとめておりますので、ごく簡単に説明させていただきます。

まず、Ⅱ－１で人工知能の発展の経緯ということで、１０ページ、１１ページにまとめ

ております。 

 １２ページをごらんいただきたいと思います。これ以降は、諸外国の動向をまとめて

おります。 

 １２ページの（１）は米国の状況で、国家プロジェクトということでＤＡＲＰＡのプ

ロジェクト等を紹介しております。それから、１５ページ、民間企業の取組ということ

で、ＩＢＭや、次のページにわたりますけれども、グーグル、マイクロソフトといった
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ところを紹介させていただいております。それから、１９ページ目、米国の大学におけ

る取組で、スタンフォード大学とか米カリフォルニア大学バークレー校等の紹介をさせ

ていただいております。２０ページからは、これらに加えまして、米国の脳科学の研究

の取組ということで、オバマ大統領が２０１３年に発表したBRAIN Initiativeの概要等

を含めて説明をさせていただいているところです。 

 ２３ページ目、欧州の状況のまとめになります。研究開発に関しましては、２３ペー

ジの下にありますけれども、第７次研究フレームワークプログラム（ＦＰ７）で取り組

んでいたということと、２４ページ、それに引き続いてHorizon２０２０で取り組んでい

るということ、同じように、２５ページから民間企業の取組、それから、２６ページに

脳科学研究の取組ということでまとめております。 

 それから、２８ページから３０ページにかけて、韓国、中国についても最近の動きを

まとめております。 

 以上が諸外国の動向です。 

 続きまして、３１ページ、我が国における人工知能技術の取組でございます。ここで

は、３２ページをごらんいただきますと、総務省と文部科学省さんと経済産業省さんの

取り組みをまとめているところでございます。３２ページの下からは総務省の人工知能

研究及び脳科学研究の取組ということで、主にＮＩＣＴのユニバーサルコミュニケーシ

ョン研究所、隣の３３ページに写真がございますけれども、それと、ＮＩＣＴの脳情報

通信融合研究センター（ＣｉＮｅｔ）、こちらで取り組んでおりますビッグデータを活用

した研究開発と脳科学の研究開発について、４１ページまでその紹介が続きます。内容

の説明は省略させていただきます。 

 ４１ページは、文部科学省の人工知能研究の取組ということで、今年度から取り組ま

れるＡＩＰのプロジェクト、それから、４２ページの上にありますけれども、それと一

体的に取り組まれるＪＳＴの戦略的創造研究推進事業についてまとめているところでご

ざいます。 

 ４４ページは、（３）経済産業省の人工知能研究の取組でございます。産業技術総合研

究所の人工知能研究センターの取り組み、あるいは新エネルギー・産業技術総合開発機

構（ＮＥＤＯ）さんの次世代人工知能・ロボット中核技術開発事業の取り組み等につき

まして紹介をしております。 

 ４９ページでございますけれども、これら３省の連携した一体的な取り組みといたし



28 

 

まして、（４）３省連携による次世代人工知能研究の取組ということでまとめさせていた

だいております。４９ページの下にございますように、今年２８年４月に官民対話にお

きまして、５０ページにかけて記述しておりますが、安倍総理から指示を受けまして、

総務省、文科省、経済産業省の３省が中心となって人工知能技術戦略会議が設置された

ということでございます。 

 それから、５１ページからは、我が国の企業の取組ということで、各社さんの主な取

り組みをまとめさせていただいているところでございます。 

 ここまでがファクトでございまして、５５ページから、人工知能が実現する社会、第

Ⅲ節になります。ここでは主に将来の利活用イメージについてまとめております。５５

ページの下のほうから人工知能技術の利活用イメージということで、次の５６ページの

図をごらんいただきますと、人工知能技術の適用分野について、商用段階にあるものか

ら研究段階にあるものまでを整理したものでございます。赤枠の点線がございますけれ

ども、これは商用段階のステージにある分野ということです。右に行くにつれて先進的

な基礎研究に近い部分を含む先進的研究ステージというように整理しています。商用ス

テージにつきましては、欧米企業等も数多く進出して競争が激化している領域であると

お考えいただければと思います。 

 青枠で示した研究段階にある分野につきましては、第Ⅰ節で申し上げた、社会的課題

先進国である我が国が、高度なノウハウとサービス水準を有する領域であるということ

で、こういった領域でデータ整備の枠組みを早期に構築すれば、大きなアドバンテージ

を得られるのではないかということでございます。 

 この黄色で記した分野につきまして、５７ページ以降、各分野の将来の利活用イメー

ジをまとめております。これについても一つ一つの説明は省略させていただきます。 

 次に、７２ページ、人工知能の発展のための推進方策ということで、第Ⅳ節でござい

ます。まず、第Ⅳ節の１として、人工知能の発展に向けた諸課題でございます。図Ⅳ－

１にその全体像ということでまとめておりますけれども、この第Ⅳ節の全体像でござい

ます。機械学習と脳科学がこれまでも影響を及ぼし合いながら、今後も影響を及ぼし合

いながら人工知能が発展していくだろうということです。左側の機械学習の中に書いて

ある白抜きの文字は、取り組むべき課題として位置づけられるものでございます。それ

から、それらの課題を解決するために、研究開発、それから、社会展開の取り組みを進

めていくわけですけれども、そのための研究開発課題については赤文字で記載していま
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す。そのようにこの図は見ていただければと思います。 

 その中で、まずここでは人工知能の発展に向けた課題を整理しております。７３ペー

ジ、まず１つ目の課題はビッグデータ構築における課題ということでございます。１）

はデータを確保する仕組みの構築ということです。欧米のＩＣＴ企業は、サービスの見

返りでユーザから大量のデータを収集する仕組みを構築しておりますが、我が国の企業

はそういった仕組みをまだ持ち合わせていないというのが現状かと思います。２段落目

の下ですけれども、機械学習用の学習データも含めまして、良質で大量のデータを確保

することと、そのモデリングの精度を高めるための効率的な手法の検討が喫緊の課題に

なっていますというのが１）です。 

 それから、２）データ流通の困難性でございます。７３ページの一番下でございます

が、企業が有するデータをすぐにオープン化することについては、何らかのインセンテ

ィブがないとなかなか難しいだろうということですので、企業から進んでデータを提供

していただくための制度整備とか、あるいは競争領域・協調領域の仕分けなどのルール

整備が必要だということです。 

 それから、２つ目の課題は、人材確保の課題でございます。まず人工知能の研究者の

確保ということでございます。一番最後の段落になりますけれども、データの高度な処

理を行うことができるデータサイエンティストの確保については、先進的な大学では、

基礎、応用の両面を意識した人材育成の取り組みが行われておりますけれども、まだま

だ我が国全体として捉えると課題が残っているというのが現状かと思います。 

 ２）で人事育成の仕組みです。真ん中あたりですけれども、多様なデータをうまく駆

使して、情報の獲得から処理、解析、認識、マイニングモデルの開発、システム構築も

含めて一貫して取り組める人材が必要であるということは言うまでもないということで

すが、現状としましては、大学等におきまして特定の専門領域の学生を社会の変化とか

企業のニーズに応じて柔軟に変更するのは難しいということが現状では課題となってい

るのではないかという指摘がありました。 

 ７５ページでございますけれども、３つ目の課題は、③人工知能技術の利活用を推進

する上での課題ということです。企業等における利活用については、我が国は欧米に比

べて人工知能を十分に活用できる企業とか、人工知能による解析結果などに対して価値

を見出す企業はまだ少ないのではないかということです。 

 それから、２）で国際競争力の確保です。欧米では、大手ＩＣＴ企業等は、年間１兆
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円規模の研究開発投資を行ったり、世界中から優秀な研究者を集めてくるなど環境を整

えているということです。下半分になりますけれども、検索エンジンがいい例ですが、

欧米等のＩＣＴ企業が急速に巨大化していった中で、関連の主要な研究開発をほかの企

業が行うことが極めて困難になったということがこれまでにも繰り返されてきています。

そのようなことにならないように、７５ページの一番下ですけれども、我が国が人工知

能の研究開発や標準化についてどのような戦略を立てて、ビジネス分野においてどう勝

負するのかということについて早急に検討・対処することが求められているということ

です。 

 それから、３）脳研究との関係です。７７ページをごらんいただきまして、米国では、

脳の神経細胞の結合様式を解明するプロジェクトが進んでおりまして、それを人工知能

の研究に生かしていくことが期待されています。このように人工知能に脳科学の知見を

先駆的に取り入れることで、人工知能の発展に大きく貢献していくことができるだろう

ということでございます。 

 ４つ目の課題は、我が国を取り巻く諸課題への対応と倫理的課題への対応ということ

です。１）人工知能への依存度が増すことによる課題ということです。７８ページでご

ざいますけれども、ここで項目として挙げておりますのは、事故・故障・失敗の可能性

とか、あるいはプライバシーの課題、それから、制御が困難になる可能性、それから、

７９ページに行きまして、悪用・不適切な行為の助長の可能性とか、雇用や人の存在感

が失われる不安、こういったことについて、今、総務省でも「ＡＩネットワーク化検討

会議」を開催し、別途具体化するための検討を進めているところでございます。 

 それから、８０ページの下、２）でございますけれども、今年の４月にはＧ７香川・

高松情報通信大臣会合におきまして、８１ページですけれども、人工知能の研究開発の

原則の策定ということで、こういった議論を国際的に進めていくべきことを提案したと

ころ、賛同が得られたということでございます。 

 次に、８２ページでございます。ここからは推進方策ということでまとめております。

まず、（１）人工知能の研究開発に関してでございます。研究開発に関しましては、中程

少し下あたりに記載がありますが、産学官が効果的にそれぞれの役割を果たしつつ、我

が国として注力していくべき研究分野を幾つか示しております。 

 まず、①は、小規模データで実現する人工知能技術の開発ということです。画像認識

などの特定の事例を除いて、多くの適用分野では大量データをそろえること自体が難し



31 

 

い状況にあるということで、現在、少数のサンプルから強化学習をするという新しいア

ルゴリズムの研究開発ですとか、データのスパース性に基づく情報処理手法が注目され

ておりまして、そういったところに力を入れて研究すべきではないかということです。 

 ８５ページをご覧いただいて、②として深層学習の欠点を克服した機械学習法の研究

開発を挙げています。これは、一番下の段落になってしまいますが、深層学習の難点と

言われています「汎化能力の欠如」というものがございます。また、８６ページになり

ますけれども、深層学習には、十分な結果が得られなかった場合にその理由を説明する

ことが困難であるという課題がございます。こういった欠点は最大の難点と言われてい

まして、これらの欠点を克服することができれば、次世代の人工知能技術の覇者となる

可能性もあるということで挙げさせていただいております。 

 それから、３点目が新たな「機械学習法」の研究開発ということです。機械学習とい

うのは、モデルと学習法の２つの項目に分類されるたわけですけれど、８７ページの３

行目あたりをご覧いただきまして、学習法はモデルに関係なく、課題を超えて広く適用

できるという利点がありまして、このため、学習法を中心に理論研究を進めていくこと

が１つの方策ではないかということでございます。 

 ４点目、運動と人工知能の組み合わせということです。これは８８ページをご覧いた

だきまして、運動能力の獲得は、柔軟性のある学習可能なロボットの実現に不可欠であ

り、極めて重要なマイルストーンであるということで、非常に大きな産業上のインパク

トがあるはずであり、こうした産業から研究コミュニケーションに資金が還流すること

で、日本における当該分野の研究レベルも大きく向上する可能性があるということです。 

 それから、８９ページは、自然言語処理の高度化ということです。２段落目にござい

ますように、日本語を処理する人工知能技術である自然言語処理は国が重点的に取り組

むべき課題だということでまとめております。 

 ９０ページでございますけれども、ネットワーク型人工知能社会基盤の実現を⑥とし

て挙げております。これは２段落目でございますけれども、人工知能技術の進歩により、

センサーやアクチュエータなどさまざまなデバイスがそれぞれ知能を持つことになりま

す。それらがネットワークに接続されることになりまして、クラウド等と自律的に処理

を分担するとともにシステム間で情報共有をするようになるということで、相互に通信

し連携しながら自律的に判断、行動して、人の意思決定や行動を支援することが期待さ

れるということでございます。 
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 同じく９０ページの一番下になりますけれども、こういったプラットフォームは、来

たるＩｏＴ／ＢＤ／ＡＩ時代の社会インフラの根幹となるネットワーク型人工知能社会

基盤として、国の主導のもとで産学官連携して研究開発から社会実装まで一体的に取り

組むとともに、標準化に対して戦略的に取り組んでいく必要があるということでござい

ます。このため、９１ページになりますけれども、実証研究開発・実証テストベッド環

境の整備等について早急に着手すべきであるということです。 

 ⑦でございますけれども、人工知能の脳科学への適用ということです。９２ページに

行っていただきまして、「このため」というところですけれども、人工知能技術を脳科学

の研究により積極的かつ有効に活用していくことによりまして、脳機能の解明を加速し

て、将来の次世代人工知能の発展につなげていくべきであるということでございます。 

 それから、⑧脳科学の知見の人工知能への適用ということで、⑦の逆向きになります

が、人間の脳の情報処理メカニズムについては未解明の領域が多く残っているというこ

とで、ここに深層学習の新たなパラダイムを創出する種が大量に眠っている可能性があ

るということです。これまで判明している視覚野の研究成果の実績から判断して、この

情報処理メカニズムを深層学習に組み込んでいくということが可能であり、より人間的

な人工知能の開発を進めていくことが重要だということでございます。 

 飛ばしていただきまして、９６ページでございます。これまでは研究開発の推進につ

いて述べておりましたけれども、２つ目の方策としては、（２）脳科学の知見を取り入れ

た人工知能の飛躍的な発展ということでまとめております。①といたしまして、脳に学

ぶマルチモーダル人工知能技術ということです。最後の段落をごらんいただきますと、

視覚、聴覚という流れをまず触覚へと拡張することで、深層学習による身体性の獲得を

実現して、その身体性を踏まえた上での柔軟な運動制御とか、実感のある言語処理を行

う次世代人工知能を実現することが期待されるということです。 

 それから、９７ページ、②超小型軽量低電力の人工知能チップです。真ん中あたりで

すけれども、脳科学の知見に基づく脳機能にならうトップダウン型の脳型コンピューテ

ィングの研究、それから、脳神経回路を模倣してボトムアップで研究していく電子回路

技術の研究、このトップダウンとボトムアップの研究を融合させまして、人工知能コン

ピュータ（脳型コンピュータ）のチップの研究開発並びに開発体制の整備などを推進し

て、世界に先駆けた人工知能チップのＩｏＴにおける実用化を加速することが重要だと

いうことでございます。 
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 それから、９８ページに行きまして、③脳に学ぶ柔軟な学習法ということでございま

す。これは、下の段落ですけれども、脳のような学習効率を実現するためには、正解が

紐づけられていないようなデータでふだんから学習しつつ、正解と紐づけられたデータ

がある場合には一気に学習を進めると。いわば「一を聞いて十を知る」ような学習方法

が必要だということで、こういう学習方法の開発が研究課題として挙げられております。 

 ９９ページでございますけれども、④脳に学ぶ桁違いの低消費エネルギーで駆動する

人工知能ということです。一見人間の能力を超えたように見える、あるいは報道される

ことがありますが、エネルギー消費の観点から見れば、人工知能開発の別な課題、まさ

に消費エネルギーの課題が明らかになってくるということです。脳における桁違いの省

エネルギー、省電力で同じ機能を実現するということでございますけれども、省エネル

ギーの実現には、大規模・超高速指向のトレンドの見直しと、回路レベルから計算アル

ゴリズムまでを見直すアプローチが必要であるということでございます。 

 それから、５点目が、１００ページでございますけれども、⑤脳機能から学ぶ深層学

習でのブラックボックス化の抑制ということです。視覚野の情報処理のエンコーディン

グモデルが既に構築されていまして、次に、先ほど出てきました身体性を含む意識下状

態のエンコーディングモデルの構築がなされれば内部処理を明らかにすることができ、

深層学習として先ほど大きな課題とされていたブラックボックス化の解決につながる技

術開発になるということでございます。 

 それから、１０１ページ、次の項目になりまして、（３）次世代人工知能技術の研究開

発ロードマップをまとめております。その前に、１０２ページに人工知能の研究開発の

基本戦略を図示しております。こちらをごらんいただきますと、一番下でございますけ

れども、まずあらゆるデータを共通的に収集できる基盤、仕組みを早急に構築しまして、

その上で、真ん中にありますが、高品質なビッグデータ、スモールデータを集積すると

いうことでございます。これを活用しまして、人工知能に関するソフトウェア及びハー

ドウェアの開発・実証を進めていくということです。 

 もう一つ、右側の流れなんですけれども、収集した膨大かつ高品質なデータの中から、

特に研究目的でオープンに扱えるデータを大量に用意することで、大学等が自由に研究

を行うことができる環境を構築することも極めて重要であると。この２つの流れをあわ

せまして社会システムへの実装につなげていくということでございます。 

 それをベースにしまして、１０３ページ、１０４ページに、ロードマップとして、研
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究課題のロードマップを個別課題ごとにまとめているということでございます。 

 それから、１０５ページでございますけれども、４つ目の推進方策で（４）データ確

保・データ流通の円滑化、その①でございますけれども、ビッグデータの利活用ルール

でございます。これは先ほどからもＩｏＴのところでお話が出ていますように、下から

２つ目の段落になりますけれども、データベースの構築とか流通の枠組みの検討をまず

は官民が連携して策定することで、データの利活用の大きな進展が期待されるというこ

とです。日本の良質なデータを維持管理して積極的に利用することは、国際競争力の観

点から非常に重要であるということです。 

 １０６ページになりますけれども、こういった良質なデータが創出されて、第三者が

利活用できるようにするための環境整備というのは、世界的に見ても喫緊の課題であり

ますし、さまざまな利害が交錯するような話でもありますので、国が主導して取り組む

必要があるということです。 

 それから、１段落目の下から４行目、５行目になりますけれども、さまざまな分野で

蓄積されているビッグデータを活用して、図Ⅳ－１８にありますように、産学官の連携

による次世代人工知能の研究開発・実証のオープンテストベッドを国が主導して構築し

て、こういったイノベーション創出に向けて取り組むべきだということでまとめており

ます。 

 それから、１０６ページの下にありますけれども、少量データの利活用の動きという

ことです。１０７ページをごらんいただきますと、少量のデータでもビッグデータ解析

と遜色のない学習結果が導き出せるような研究が今期待されているということで、実際

海外の企業の一部では、既にそういった人工知能解析に取り組む研究が積極的に進めら

れているということです。我が国も良質なデータをたくさん持っていますので、スモー

ルデータの適用領域でもしっかり人工知能が活用できるように、適用領域をしっかり見

定めた上で、それぞれの分野に適した人工知能技術の研究開発を行う必要があるという

ことです。 

 それから、１０７ページ、（５）人材の確保でございます。優秀な人材を育成するため

には、一番下になりますけれども、大学等におきまして、基礎学問から実践までの一貫

した教育が望まれるということです。 

 それから、１０８ページに行きます。こういった人工知能といった難しい課題、それ

から、それを社会展開して国際競争力を確保していくという難しい課題に対処していく
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ためには、真ん中あたりにございますけれども、失敗を失敗と決めつけずにさらなるチ

ャレンジを促すことができるような風土や環境づくり、すなわち「やんちゃ」ができる

ような環境をつくることが重要であり、一方で、そういった環境下では、必ず負の側面

についても留意する必要があるということでございます。 

 それから、（６）人工知能技術の社会展開の推進ということです。１０９ページをごら

んいただきますが、真ん中あたりでございますけれども、米国のように我が国の大手企

業が人工知能ベンチャー企業を買収するというケースはまだ少ないのが現状であるとい

うことでございます。これは先ほども出てきましたけれども、人工知能は単なるデータ

解析の手段ではなくて、新たな価値を創出するものだという認識が企業側にまだ十分に

醸成されていないということではないかということです。そのため、一番下になります

けれども、ベンチャー企業とさまざまな業界の大手企業等の連携を推進できるようなプ

ラットフォームとして、ＩＣＴテストベッドを、先ほども出てきましたけれども、国が

中心となって開発・提供することが必要だということです。 

 １１０ページ、１１１ページで「第Ⅴ節 まとめ」です。第２段落目でございますけ

れども、将来のあらゆる産業の基盤技術に位置づけられる人工知能技術の開発や実用化

の国際競争に敗れることは、すなわち、日本の産業が将来にわたり衰退することを意味

すると言っても過言ではないということですが、しかしながら、悲観する必要はなくて、

むしろ我が国には展望が開けているということです。 

 １つは、世界的な大手ＩＣＴ企業でさえも大量の良質なデータの確保には苦慮してい

るのが現状であって、必ずしも全ての分野においてデータの確保ができているわけでは

ないということがあります。それから、我が国は、世界の先を行く社会的課題先進国で

あって、これまでにも数多くの課題に直面しているということで、さまざまなサービス

に対する国民の要求水準が高い中でサービス品質を向上させてきた歴史があります。さ

らにレベルの高いサービスを実現して、高い安全性と信頼性のある社会を築いてきた結

果、良質なデータを数多く保有している状況にあります。 

 加えて、我が国では人工知能や脳科学の分野で世界最先端の研究開発を行っている機

関が複数存在しているので、そういった力を結集することができれば、極めて大きな推

進力になることが期待できるということです。こういった強みを礎として、１１１ペー

ジでございますけれども、最適な人工知能技術の研究開発を進めるとともに、官民にお

いて、とりわけ民間企業の創意工夫によって高品質なビッグデータ、スモールデータを
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取りに行くと同時に、戦略的に流通させて、研究開発や社会実装を加速する仕組みを構

築することに一国も早く取り組むべきであるとしております。 

 さらに、次の世代のために着実に取り組んでおくべきことがあるということです。流

行に左右されないで、日本の未来を支えることができる基礎力のある人材を育成するた

めの教育システムの改革などを着実に推進することが必要だということで、これによっ

て、将来にわたって人工知能をはじめとする我が国の産業の国際競争力を維持・強化し、

持続的な経済成長を実現することができると確信しているということでございます。 

 説明は以上でございます。 

○相田主査  ありがとうございました。大変大部な報告書ということで、ご説明いただ

くのにおよそ１時間半を要したということで、私の進行予定表でいくと、１９時閉会と

書いてあって、それがもうすぎているわけで、少なくとも３０分ぐらいはもう少しおつ

き合いいただければと思います。 

 ということで、あらかじめ今後のことをちょっとご紹介させていただきますと、実は

この中間報告を上げる予定の親会、あるいはさらにはその後の情報通信審議会の総会の

予定の関係で、本日いただきましたご意見は可能な限り反映させていただきたいとは思

っておりますけれども、一応予定といたしましては、この報告書の内容につきまして、

明日記者発表等を行って、明後日６月１５日から２３日まで意見募集、パブリックコメ

ントを行う予定というふうにスケジュールが組まれております。 

 ということで、構成員の皆様におかれましても、大変申しわけないんですけれども、

細かいところに関する意見等ございましたら、パブリックコメントと並行して皆様から

もご意見いただきたいということで今回は進めさせていただければと思います。 

 ということで、本日は、細かい点ほか等々は別途ご意見いただくことといたしまして、

報告書のまとめ方等に関する主要な部分に関するご意見等をいただければと思いますけ

れども、一応報告書の章立てに沿ってざっと参りたいと思います。まずは報告書の目次

でもって、「はじめに」、第１章、この辺りにつきまして、何かお気づきの点ございまし

たら、お願いしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 ここはバックデータということで、では、続きまして、第２章。これはこの報告書の

根幹にかなりかかわる部分かと思いますけれども、現状認識ということで、ここにつき

まして、ご質問、ご意見ございましたら、お願いいたしたいと思います。 

 リモートからご発言いただくときには、恐れ入りますけれども、手を挙げていただけ
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れば、私のほうで多分気がつくと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 いかがでございましょうか。 

○日本電気（株）（加納）  よろしいですか。 

○相田主査  はい。 

○日本電気（株）（加納）  ＮＥＣの加納でございます。第２章で１つ気になったのが、

１１ページ目の文章の本文の下から４行目のところからが、どうもハードウェアはどん

どんコモディティ化していって、ハードウェアの競争力がなくなってくるというような

表現になっているんですけれども、ＩｏＴというのは、基本的にはハードウェアとソフ

トウェアがうまく連携するというところがポイントだと思いますし、ソフトウェアのほ

うに偏重した方向に動くのがちょっと危惧されるなというふうに感じました。以上です。 

○相田主査  何かただいまの件につきまして、事務局のほうからコメントございますか。 

○野崎技術政策課長  今までは、いわゆる生産機械等のハードにノウハウが入っていた

のが、データが標準化されることによってハードの価値が下がってしまい、情報プラッ

トフォーム・ソフトウェアを握っているほうに価値が移っていくということです。例え

ばデジタルテレビのようにコモディティ化していくというように、一般論として言及し

ております。 

○相田主査  表現を少し工夫していただいて、ハードだけでビジネスをしようと思って

いるとだめだよというような感じのニュアンスに少しニュアンスを変えていただければ

いいのかなとお伺いいたしました。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 はい。 

○岡構成員  パナソニックの岡です。いつもお世話になっております。１６ページで「ユ

ーザ企業」という単語が初めて出てきたのかなと思うんですけれども、私が聞かせてい

ただいたときには、この瞬間、ユーザ企業って何？ 誰？ というのはちょっとわかり

にくいなと思ったんです。後ろのほうに行くと、２３ページの２行目に、「米国において

は製造業、流通業、金融業といったユーザ企業」と書かれているので、これを読むと、

なるほどとすごくわかりやすいんですけれども、これを前のほうに入れたほうが聞くほ

うとしてはわかりやすいかなと感じました。以上です。 

○相田主査  これはとりあえずいわゆる用語の定義というんでしょうかね、そこら辺を

もう少し明確にということでございましょうか。 
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○岡構成員  そうですね。 

○相田主査  ほかにいかがでございましょうか。 

 では、また後ほどございましたらいただくとして、続きまして、第３章、こちらは具

体的な推進方策ということで、まさにこれも報告書の一番重要なところかと思いますけ

れども、ここにつきまして。 

 はい。 

○（株）三菱総合研究所（中村）  三菱総研の中村でございます。どうも大変お疲れさ

までございます。「制するもの」の最初に「プラットフォーム」というキーワードが出て

きて、ここでいうプラットフォーム、イコール、ネットワーク、さらにインフラ寄りの

ことを言うのだと思います。Internet of Thingsという時に、インターネットの技術で、

これって今さらバージョン４じゃないよねというのが懸念として残ります。ＩＥＴＦの

ところでバージョン６の話が書かれていますが、特に標準化戦略で世界が日本に対して、

これは日本だよねと認める１つがＩＰｖ６でありますので、これは意見になってしまう

んですけれども、技術戦略上、IPv6における日本の優位性のアピールをもうちょっと強

調してもいいんじゃないかと思います。この後半で、テストベッドでバージョン６対応

という表現はありますが、あの図の中にもやはりバージョン６ベースで日本は行くと強

調してほしいところです。IPv6はプラットフォームをインターネット技術レベルから制

する１つの手段でもあります。 

○相田主査  何かこれにつきまして事務局のほうからコメントとかございますか。 

 具体的に盛り込むとしたどのあたりになりますでしょうかね。 

○（株）三菱総合研究所（中村）  ２８ページ冒頭あたりですね。 

○相田主査  では、それはご検討いただければと思います。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 ちょっと私が気になったのが、きょう話を伺っていてはっと気がついたんですけれど

も、３５ページのところでというか、この前後でもって固定系ＩｏＴ、移動系ＩｏＴと

いうのが出てきて、これ、前からちょっと気になっていたんですけれども、４章Ⅲ節、

資料はどれだ、先端ＷＧのほうとこれ、ちょっと食い違いが生じているんですね。資料

１１－１－２の１１ページのところでもって、スマートファクトリーが固定系ＩｏＴに

こっちでは入っているんです。 

 資料１１－１－２のほうは、自律型モビリティ、本当に動いているか動いてないかで
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あるのに対して、資料１１－１－１の３５ページのほうは、例の固定系ＩｏＴというよ

りは、本来は超多重接続であるか、超低遅延であるかと、こっちの切り口で分けていた

ものだったのが、３章と４章第１節とでもって、特にスマートファクトリーをどっちに

入れるかというのでちょっとそごが生じてしまっているというので、とりあえず安直な

あれとしては、やはり３章のほうで使っている固定系ＩｏＴの言葉を超多重接続ＩｏＴ

と超低遅延ＩｏＴとかいう名前に直しておいて、それと移動する、移動しないというの

はもしかしたら直交するかもしれないし、もしかすると超低遅延かつ超多重接続という

ぜいたくなＩｏＴもあるかもしれないというようなところでとりあえずは切り抜けよう

かなということで、やはり同じ報告書の中で分類が違っているというのは非常にまずい

ことなので、そこは最低限調整いただけないでしょうか。 

 ほかに、３章回りでもって何かお気づきの点ございますでしょうか。 

 はい。 

○佐々木構成員  このＩｏＴの全体像、ビッグピクチャーはすごくすばらしくできてい

ると思うんですが、実際に社会実装という言葉があるんですけれども、これ、多分こう

いう立派なインフラは、基本的にメンテナンスも含めて継続的に維持・運用・管理をし

ていかなければいけないと思うんです。そういう、維持・運用・管理のための仕組みと

いうのがどこにもないようにちょっと印象を受けたのですけれども、それはあえて避け

ておいたのかということと、あと、いろいろなデータが普及するということは、相互に

データをアクセスしていかなければいけないので、そういうデータアクセスのための仕

組み、１データベースなのか、バーチャルデータベースなのか、そういう仕組みという

のも少し必要かなと感じたんですけれども、そこら辺いかがでしょうか。 

○野崎技術政策課長  おっしゃるとおりで、総合戦略でも、１つのデータベースをいろ

いろなプレーヤーで構築する話が出てきます。oneＭ２Ｍは１つの例ですけれども、国際

標準化機関が共通プラットフォームとして標準化を進めているものをベースに、各事業

者がつくっていくことで、データの共用や相互流通もスムーズに進んでいくということ

はございますが、そのメンテナンスをどうするのか、また、相互流通のインターフェー

スをどうするのかという点については明確には記載しておりませんので、その当たりの

記述の見直しを検討させて頂きたいと考えております。 

○相田主査  よろしいでしょうか。どう維持していくかとかいう話は、もしかすると今

回の中間報告の範囲外ということで、またこれも継続検討ということになるかもしれな
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いぐらい大きなあれですね。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

○日本電気（株）（加納）  よろしいですか。 

○相田主査  はい。 

○日本電気（株）（加納）  今の佐々木さんのお話にも関係するんですけれども、ちょっ

とスマートＩｏＴ推進戦略のほうと、それから、人工知能等にも係ってくるとは思うん

ですが、今おっしゃられた運用だとか管理といったものが、ネットワークやインフラの

周りに人工知能がどんどん入ってきて、知能指数でいうと１万とか１０万とかと言われ

るような知能指数のものがエッジに入ってきたときに、ネットワークの運用・管理が追

いついていくのかどうかというような、そういう問題は出てくるような気がします。こ

ういったときに、実はこの２つの中に、ネットワーク、インフラの運用・管理にＡＩを

適用するという言葉が一切入っていないというところは非常に気になったんですけれど

も、キーワードだけでもいいので、運用・管理の高度化の中に、やはり人工知能の適用

だとか、次世代人工知能の適用といったもののキーワードを入れていくということが重

要じゃないかなと思いました。 

○相田主査  この件につきまして、ご賛同いただけますでしょうか。と言いつつ、先ほ

どのように、あさってのパブコメに間に合うように入れ込めるかどうかということはち

ょっと難しい可能性もございますので、最終版に向けて何とか盛り込んでまいりたいと

思います。よろしゅうございますか。 

 それでは、続きまして、第４章の第１節というんでしょうか、資料でいいますと、資

料１１－１－２につきまして、ご意見ございましたらお願いしたいと思います。 

 じゃ、先にどうぞ。 

○日本電信電話（株）（伊藤）  ＮＴＴの伊藤です。テストベッドのことについて、４１

ページから記述があるんですけれども、この中の４４ページにあるように、まさに地方

創生やイノベーションの創出には地方自治体が重要であると思います。もともと課題の

多くは地方にあるので、これから取り組む新しい技術が地方の課題を解決していく、ま

たそこの産業を活性化するという意味では、４４ページの上のパラグラフ３つ目の地方

創生というくだりが実はデータ活用にしか係ってないように読めるんですけれども、本

当は（１）のテストベッド環境の整備にも地方創生の観点があったほうがよいのではと

感じました。以上です。 
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○相田主査  何か事務局のほうからコメントございますか。 

○山口企画官  ご指摘のとおり、確かに前段にも地方創生の観点が入っていたほうが良

いと思いますので、表現ぶりを調整してご意見を踏まえる形で追加させていただければ

と思います。 

○相田主査  それでは、村上様、どうぞ。 

○ＶＥＣ（村上）  ＩＣＳ研究所の村上です。モビリティ関連なんですけれども、ロボ

ットに関連するところは特になんですが、自動車もそうだと思いますけれども、いわゆ

るサイバーインシデントの検知機能みたいなところの全体というか、個々の管理という

ところに関する施策が何かどこかもう少しあったらいいのかなと感じました。 

○相田主査  そこに何を書いたらよろしいでしょうという。 

○ＶＥＣ（村上）  ３２ページのところに、高信頼性・セキュリティの確保というとこ

ろの文章のところで、もうちょっとモビリティも含めた、こういうネットワークとモビ

リティの関連も含めて、そこの個々のもモビリティの管理、システムのところ、そうい

ったところも触れておいたほうがいいのかなというふうに感じました。 

○相田主査  よろしければ、書くべく内容について少しアイデアを事務局のほうまでい

ただければいただきたいと。 

○ＶＥＣ（村上）  ちょっと具体的な文章で出してみますので、検討していただければ

と思います。 

○相田主査  はい。 

 ほかいかがでございましょうか。 

○佐々木構成員  確認を１点。 

○相田主査  はい。 

○佐々木構成員  これも確認です。要は、人工知能の研究というのは昔からやっている

んですけれども、やっぱり現実どこまでできていて、一体この技術開発に投資したら何

ができるようになるんだという、そういうビフォー・アフターの尺度があることが１つ

必要で、それによって社会実装の意義・価値というのがあると思うんです。それで、確

認なんですけれども、１０３ページ、１０４ページのロードマップというのは、個々の

キーワードが並んでいるんですけれども、ビフォー・アフターで、現在できていること、

できていないことがどのぐらいできるようになるかという、そういう情報はお持ちでこ

のロードマップが表現されていると解釈していいですか。 
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○相田主査  資料１１－１－３のほうですね。 

○佐々木構成員  はい。 

○相田主査  何かこれについて事務局のほうからありますか。 

○荻原研究推進室長  このロードマップにつきましては、今ご指摘いただいたようなビ

フォー・アフター、今どこまでできていて、それで、これからいつまでにどういう技術

を開発して、最終的に何を目指すかというところは全て検討した上でつくられたロード

マップになっています。データとしてはこの場ではお示ししていませんが、さらにまた

個々の課題ごとに取り組む中で、課題間でどういった関係ができ上がって、さらにどう

いう効果がどう出てくるかということについては、さらに検討が必要ではないかと感じ

ているところはあります。 

○相田主査  よろしゅうございますでしょうか。 

○佐々木構成員  はい。 

○相田主査  では、ただいまありましたように、資料１１－１－３、第４章の第２節、

第２部のほうにつきまして、何かほかにご質問、ご意見等ございましたら、お願いした

いと思います。 

 はい。 

○ＶＥＣ（村上）  人工知能のところでもう１つ気になっていたんですけれども、今、

グーグルのほうでは、人工知能の暴走停止という研究を始めましたという、そういうニ

ュースが先週、先々週あたりから入り込んできて、具体的にどういう内容なのかと今確

認はしているんです。具体的なところはまだこれからということで聞いておるんですが、

暴走停止というところに対しての研究もどこかしておかなければいけないなというのは

確かに感じたものですから。 

○相田主査  それに関連した項目は、後ろのほうで挙がっていたような気もしますけれ

ども、何か事務局のほうからコメントございますか。 

○荻原研究推進室長  今ご指摘いただいたことに関連した項目は、７８ページの一番下

にありますように、制御が困難になる可能性について課題提起しているところでござい

ます。これにつきましては、次の８０ページにも書いてございますけれども、今、総務

省でもＡＩネットワーク化検討会議の中で議論を深めていくと同時に、Ｇ７の情報通信

大臣会合でも国際的に議論していくということが合意を得られていますので、こういっ

た場を通じて議論を深めていくことになっていくかと思います。 
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○相田主査  よろしゅうございましょうか。 

○ＶＥＣ（村上）  はい。それで、もう１つなんですけれども、そこの検討の中では多

分今後出てくると思うんですけれども、いわゆるダークな人工知能が出てくる可能性、

これに対しての対策、対処というところも今後の課題になってくるんだろうということ

は当然何か入れておかなければいけないんだという話になると思うんです。確認です。 

○相田主査  それについても何かございますか。 

○荻原研究推進室長  ７９ページの悪用・不適切な行為の助長の可能性というところが

それに該当するのかなと思っています。こういったことも含めて、今申し上げたような

検討の場で今後議論を深めていく必要がある課題として今挙がっているところです。 

○相田主査  その昔、「鉄人２８号」は、敵に渡すな、大事なリモコンというのがありま

したけれども、やっぱりこういう技術が出てくれば、それを悪用しようとするのをどう

いうレベルでどういうコントロールしていったらいいのかというのは非常に大きな問題

だと。 

○ＶＥＣ（村上）  想定されているのがサイバー戦争ベースでの人工知能利用ですね。

それと、あと、テロと、それから、先ほどの自律型モビリティ等こういった形に指令が

行くとか、そういったところも当然対応をどこかで考えなければいけないだろうという

のが対策としてはあると思います。 

○相田主査  ほかにいかがでございましょうか。 

 はい。 

○宮崎構成員  資料１１－１－３の７３ページの２）のデータ流通の混乱性の１行目、

「日本企業（特に大企業）は」というくだりがあるんですが、企業だけではなくて、例

えば地方自治体とか官とかもやはり同じように個人情報保護の観点からデータを出せな

い、外部提供できないという問題があるんではないかと思ったので、コメントさせてい

ただきました。 

○相田主査  それはここの記述にそういうものもつけ加えたほうがいいというご意見と

考えて？ 

○宮崎構成員  そうですね。私ちょっとそう思ったんですけれども、もしそうであれば

追記したほうがいいかなと思いました。 

○相田主査  何かこの件につきまして、事務局のほうからコメントございますか。 

○荻原研究推進室長  ご指摘のとおりかと思いますので、そこはもうちょっと追記をし
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てみたいと思います。 

○相田主査  ほかにいかがでございましょうか。 

 はい。 

○岡構成員  １０６ページ、１０７ページのあたりのところなんですけれども、データ

の確保、データ流通の円滑化あるいは利活用のルールというのは非常に重要だと思って

おりまして、これだけページを割いて書いていただいてありがとうございます。１つコ

メントとしては、ビッグデータの利活用に関してオープンテストベッドの絵が描かれて

いるんですね。すごくクオリティの高い少量データのところに関しては、テストベッド

とかいう、そういう記述が全然ないので、このオープンテストベッドは決してビッグデ

ータだけではなくて、少量の高品位のデータも扱うというふうにしておいたほうがいい

のかなと私は感じます。以上です。 

○相田主査  この件につきましては、事務局のほうから何かコメントございますか。 

○荻原研究推進室長  ご指摘ありがとうございます。１０２ページの基本戦略の図の中

には、真ん中に高品質なビッグデータ、スモールデータというのが書いてあるので、こ

れをやはりおっしゃるとおり、テストベッドの中に入れておくべきだなと思いました。 

○岡構成員  ありがとうございます。 

○相田主査  ちょっと先ほどのあれで、時間との関係でもって直ちに反映できるかどう

かというところはあるかもしれませんけれども、反映する方向で相談したいと思います。 

 ほかにいかがでございましょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、まだご意見いろいろあるかと思います。それで、先ほども申し上げました

ように、大変申しわけないんですけれども、全体の今後予定しているスケジュールとの

関係でもって、本日いただきましたご意見に関しましても直ちに反映できるかどうかと

いうところがあるわけでございますけれども、引き続きご意見がございましたら、一応

この進行要領では６月１７日金曜日まで、今週の金曜日までということになっておりま

すけれども、パブリックコメントのほうは６月２３日木曜日までということになってお

りますので、６月１７日金曜日というのが必ずしもリジッドなものではないかと思いま

す。 

 繰り返しになりますけれども、本日いただきましたご議論の中で、短時間ですぐに報

告書に反映できそうなものにつきましては反映した上で、明後日６月１５日から６月２

３日まで意見募集にかけたいと思います。大変恐れ入りますけれども、その意見募集を
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行うバージョンにつきましては、事務局と私のほうにご一任いただければと思いますが、

よろしゅうございますでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 繰り返しになりますけれども、そのパブリックコメントの終了後、委員の皆様方から

並行していただきましたコメントも含めまして本報告書に反映を行いまして、改めて本

委員会におきまして報告書（案）をご審議いただいた上で、６月３０日木曜日に情報通

信技術分科会が開催予定となっておりますので、そちらに報告、ご審議いただければと

考えております。 

 そこら辺の今後の予定等につきまして、事務局のほうから確認、ご説明いただけます

でしょうか。 

○事務局  ただいまご紹介ございましたとおり、本日頂戴いたしました意見については、

今後、あした発表で、水曜日から実施されますパブリックコメントに付す案に可能な限

り反映した上でパブリックコメントを実施させていただきたいと思います。その後いた

だいた意見とパブリックコメントで頂戴した意見も含めまして報告書に反映した上で、

３０日の技術分科会のほうでご審議をいただくということでございます。 

 分科会に提出する報告（案）につきまして、ご意見やパブリックコメントの反映の結

果、大きな変更を生じないという修正にとどまるようでございましたら、主査にご相談

の上、メール審議という形で対応をさせていただければと考えております。場合によっ

ては、会合を開催する場合につきましては６月２７日月曜日の午後に開催することも予

定をしておりますが、いずれにいたしましても、メール審議の対応にさせていただくか、

あるいはこういった形で会合を開催させていただくかにつきましては、改めて皆様にご

案内をさせていただくこととしたいと思います。今後の予定につきましては以上でござ

います。 

○相田主査  それでは、以上で、用意した議題は、最後駆け足になりましたけれども、

終了いたしましたが、皆様方のほうから何か特にございますでしょうか。 

 

閉  会 

 

○相田主査  ございませんようでしたら、本日の会合はこれで閉会させていただきます。 

 もし６月２７日の会合を開かないということになりますと、本日がこの第２次中間報
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告書を取りまとめる最後の会合ということで、委員の皆様におかれましては、１２月の

審議再開以降、精力的にご審議をいただきましてありがとうございました。それで、第

２次中間答申を行った後も、残された課題につきまして引き続き活動を続けるというこ

とになっておりますので、恐れ入りますけれども、引き続きご協力いただければと思い

ます。 

 それでは、本日の会合をこれで閉会させていただきます。どうもありがとうございま

した。 

 


